
インタフェース仕様書(案)都道府県編修正履歴 

 

                     （内容現在 平成２３年１１月３０日） 

Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

１ １ 
ページ番号 １ 

Ⅰ． 障害福祉サービス １ １ 
ページ番号 １ 

Ⅰ． 障害福祉サービス等 １ 

２ ２ 

ページ番号 ２ 

１１．都道府県は、国保連合会が保

有している事業所情報の出力を依

頼する。 

尚、出力を依頼する時期は、当月処

理分の異動情報、訂正情報を含ま

ないのであれば、第1週とすることも

可能。 

１ ２ 

ページ番号 ２ 

１１．都道府県は、国保連合会が保

有している事業所台帳情報の出力

を依頼する。 

尚、出力を依頼する時期は、当月

処理分の異動情報、訂正情報を含

まないのであれば、第 1 週とするこ

とも可能。 

１ 

３ ３ 

ページ番号 ３ 

 

「事業所情報訂正連絡票情報」 

 

「異動・訂正情報台帳登録」 

 

「訂正情報台帳登録」 

 

「事業所情報出力依頼」 

１ ３ 

ページ番号 ３ 

受け渡し概要図中の名称変更 

「事業所訂正連絡票情報」 

 

「異動・訂正連絡票情報台帳登録」

 

「訂正連絡票情報台帳登録」 

 

「事業所台帳情報出力依頼」 

 

訂正・台帳出力依頼月の週の記載

を第２週以降のみから、第１週と第

２週以降へ分割 

１ 

４ ４ 

ページ番号 ４ 

１．２．３ 更新結果（出力情報） 

項番（１）の内容 

事業所異動（訂正）情報（基本情報）

の更新結果 

 

項番（２）の内容 

事業所異動（訂正）情報（サービス

情報）の更新結果 

 

項番（３）の内容 

市町村異動（訂正）連絡票情報（基

本情報）の更新結果 

１ ４ 

ページ番号 ４ 

１．２．３ 更新結果（出力情報） 

項番（１）の内容 

事業所異動（訂正）連絡票情報（基

本情報）の更新結果情報 

 

項番（２）の内容 

事業所異動（訂正）連絡票情報（サ

ービス情報）の更新結果情報 

 

項番（３）の内容 

市町村異動（訂正）連絡票情報（基

本情報）の更新結果情報 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

５ ５ 

ページ番号 ５ 

１．２．５ 取込エラーリスト（出力情

報） 

項番（１）の内容 

事業所台帳情報取込時のエラーリ

スト 

 

 

１．２．６ 受付点検エラーリスト（出

力情報） 

項番（１）の内容 

事業所台帳情報受付点検時のエラ

ーリスト（基本情報） 

 

項番（２）の内容 

事業所台帳情報受付点検時のエラ

ーリスト（サービス情報） 

 

１ ５ 

ページ番号 ５ 

１．２．５ 取込エラーリスト（出力情

報） 

項番（１）の内容 

事業所異動・訂正連絡票情報（基

本情報、サービス情報）取込時のエ

ラーリスト 

 

１．２．６ 受付点検エラーリスト（出

力情報） 

項番（１）の内容 

事業所異動・訂正連絡票情報（基

本情報）受付点検時のエラーリスト 

 

項番（２）の内容 

事業所異動・訂正連絡票情報（サ

ービス情報）受付点検時のエラーリ

スト 

１ 

６ 

７ 

１３－３ 

１７ 

２３－３ 

２６ 

３２－２ 

３５ 

４１－２ 

ページ番号 ７、１３－３、１７、２３－

３、２６、３２－２、３５、４１－２ 

 

※B 

「インタフェース仕様書 都道府県編

Ⅰ．障害福祉サービス 1.2 インタフ

ェース一覧」参照。 

８ 

７ 

１３－３ 

１７ 

２３－３ 

２６ 

３２－２ 

３５ 

４１－２ 

ページ番号 ７、１３－３、１７、２３

－３、２６、３２－２、３５、４１－２ 

 

※B 

「インタフェース仕様書 都道府県

編 Ⅰ．障害福祉サービス等 1.2 イ

ンタフェース一覧」参照。 

８ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

７ 

９ 

１３－２ 

１３－３ 

１９ 

２３－１ 

２３－２ 

２３－３ 

２８ 

３２－１ 

３７ 

４１－１ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ページ番号 １３－２、２３－２ 

※２：同一事業所番号、同一サービ

ス種類において複数の指定基準で

の登録がある場合には、サービス

種類毎に「００」～「９９」までの番号

を指定して登録する。（対象サービ

ス種類：療養介護、生活介護、施設

入所支援、共同生活介護、共同生

活援助、児童デイサービス、特定旧

法指定施設）また、上記以外につい

ては「００」を登録する。 

１１ 

９ 

１３－２ 

１３－３ 

１９ 

２３－１ 

２３－２ 

２３－３ 

２８ 

３２－１ 

３７ 

４１－１ 

ページ番号 ９ 

項番２２の備考 

※Ｃを追加 

 

ページ番号 １３－２ 

項番１０７、１０８を追加 

 

ページ番号 １９、２８、３７ 

項番２４の備考 

※Ｃを追加 

 

ページ番号 ２３－１、３２－１、４１

－１ 

項番１０９、１１０を追加 

 

ページ番号 １３－２、２３－２ 

※２：同一事業所番号、同一サービ

ス種類において複数の指定基準で

の登録がある場合には、サービス

種類毎に「００」～「９９」までの番号

を指定して登録する。（対象サービ

ス種類：療養介護、生活介護、施設

入所支援、共同生活介護、共同生

活援助、児童デイサービス（異動年

月日の年月が平成２４年３月以前

の場合）、特定旧法指定施設）ま

た、上記以外については「００」を登

録する。 

 

ページ番号 １３－２ 

※１０を１３－３頁へ移動。 

 

ページ番号 ２３－１ 

※１を２３－２頁へ移動。 

 

ページ番号 ２３－２ 

※１６を２３－３頁へ移動。 

 

ページ番号 １３－３、２３－３ 

※１８、※１９を追加。 

１１



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

８  

 

 

１４ 

１４－１ 

１４－２ 

１４－３ 

１４－４ 

１４－５ 

１４－６ 

１４－７ 

１４－８ 

１４－９ 

１４－１０ 

１４－１１ 

１４－１２ 

１４－１３ 

１４－２～１４－９頁を１４－６頁～１

４－９頁、１４－１０頁（ページ追加）

～１４－１３頁（ページ追加）へ移動

 

１４頁、１４－１頁を【異動年月日の

年月が平成２３年１０月～平成２４

年３月の場合】として、１４－４頁、１

４－５頁へ移動 

 

１４頁を１４頁と１４－１頁へ分割、１

４－１頁を１４－２頁と１４－３頁へ

分割し、それぞれ【異動年月日の年

月が平成２４年４月以降の場合】と

して内容を変更 

 

サービス種類の削除 

２３：児童デイ 

５１：相談支援事業 

 

サービス種類の追加 

５２：計画相談支援 

５３：地域移行支援 

５４：地域定着支援 

 

上記、サービス種類の追加に伴

い、該当項目欄に「○」を記載 

１４

９  

 

 

１６ 

１７ 

１８ 

１９ 

２０ 

２１ 

２２ 

２３ 

２３－１ 

８５ 

８６ 

８７ 

８８ 

８９ 

８９－１ 

ページ番号 １６～２３、２３－１、８

５～８９、８９－１ 

列見出し「必須」を「必須入力（※

１）」へ変更 

１５



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

１０ ４９－１ 

ページ番号４９－１ 

1. 国保連合会へ請求書等情報（介

護給付費・訓練等給付費等請求書

情報、介護給付費・訓練等給付費

等明細書情報、特例介護給付費・

特例訓練等給付費請求書情報、特

例介護給付費・特例訓練等給付費

明細書情報、サービス利用計画作

成費請求書情報、利用者負担上限

額管理結果票情報、サービス提供

実績記録票情報）を、インターネット

にて送信する。 

 

 

 

2.国保連合会は、受け付けた請求

書等情報の受付点検・資格点検・支

給量点検を実施後、市町村審査用

資料情報を作成し、市町村に提供

する。 

 

 

１ ４９－１ 

ページ番号 ４９－１ 

1. 国保連合会へ請求書等情報（介

護給付費・訓練等給付費等請求書

情報、介護給付費・訓練等給付費

等明細書情報、地域相談支援給付

費明細書情報、特例介護給付費・

特例訓練等給付費請求書情報、特

例介護給付費・特例訓練等給付費

明細書情報、計画相談支援給付費

請求書情報、特例計画相談支援給

付費請求書情報、利用者負担上限

額管理結果票情報（※１）、サービ

ス提供実績記録票情報）を、インタ

ーネットにて送信する。 

 

2.国保連合会は、受け付けた請求

書等情報の受付点検・資格点検・

支給量点検を実施後、市町村審査

用資料情報（※２）を作成し、市町

村に提供する。 

 

備考欄に※１、※２を追加 

１ 

１１ ４９－３ 

ページ番号 ４９－３ 

項番（５）の内容 

処遇改善助成金請求額がマイナス

金額となり事業所からの還付が必

要な事業所別過誤調整残高一覧の

受給者・サービス別内訳情報 

 

項番（８）の内容 

処遇改善助成金請求額がマイナス

金額となり事業所からの還付が必

要な事業所別過誤調整残高一覧の

受給者・サービス別内訳 

 

項番（１０）の内容 

都道府県が国保連合会へ納入する

ための払込請求書内訳表 

１ ４９－３ 

ページ番号 ４９－３ 

項番（５）の内容 

処遇改善助成金請求額がマイナス

金額となり事業所からの還付が必

要な事業所別過誤調整残高一覧の

受給者・サービス種類別内訳情報 

 

項番（８）の内容 

処遇改善助成金請求額がマイナス

金額となり事業所からの還付が必

要な事業所別過誤調整残高一覧の

受給者・サービス種類別内訳 

 

項番（１０）の内容 

障害福祉サービス費等処遇改善助

成金払込請求書の内訳表 

１ 

１２ 

４９－５ 

４９－７ 

４９－９ 

４９－１１ 

４９－１３ 

ページ番号 ４９－５、４９－７、４９

－９、４９－１１、４９－１３ 

 

※B 

「インタフェース仕様書 都道府県編

Ⅰ．障害福祉サービス 2.2 インタフ

ェース一覧」参照。 

５ 

４９－５ 

４９－７ 

４９－９ 

４９－１１ 

４９－１３ 

ページ番号 ４９－５、４９－７、４９

－９、４９－１１、４９－１３ 

 

※B 

「インタフェース仕様書 都道府県

編 Ⅰ．障害福祉サービス等 2.2 イ

ンタフェース一覧」参照。 

５ 

１３ ４９－１０ 

ページ番号 ４９－１０ 

障害福祉サービス費等処遇改善助
成金決定請求明細表ファイル 

１ ４９－１０ 

ページ番号 ４９－１０ 

障害福祉サービス費等処遇改善助
成金決定請求明細表情報ファイル 

１ 

１４ 

５０ 

５１ 

５６ 

５７ 

ページ番号 ５０、５１、５６、５７ 

 

「障害児施設」 
４ 

５０ 

５１ 

５６ 

５７ 

ページ番号 ５０、５１、５６、５７ 

説明文、説明図中の名称変更 

「障害児支援」 
４ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

１５ 

５１ 

５３ 

５５ 

ページ番号 ５１、５３、５５ 

 

「異動・訂正情報台帳登録」 

 

「訂正情報台帳登録」 

３ 

５１ 

５３ 

５５ 

ページ番号 ５１、５３、５５ 

受け渡し概要図中の名称変更 

「異動・訂正連絡票情報台帳登録」

 

「訂正連絡票情報台帳登録」 

３ 

１６  

 

 ５５ 

ページ番号 ５５ 

訂正・台帳出力依頼月の更新結果

提供を、第１週から第２週へ変更 
１ 

１７ ５６ 

ページ番号 ５６ 

１．１．４ 障害児支援受給者情報と

突合情報受け渡し概要 

 

「受給者台帳」 

１ ５６ 

ページ番号 ５６ 

１．１．４ 障害児支援受給者情報

突合情報受け渡し概要 

 

備考２の説明文中の名称変更 

「障害児支援受給者台帳」 

１ 

１８ ５８ 

ページ番号 ５８ 

１．２．１ 異動情報（入力情報） 

項番（１）の情報名 

障害児施設受給者異動連絡票情報

（基本情報） 

 

項番（２）の情報名 

障害児施設受給者異動連絡票情報

（支給決定情報） 

 

１．２．２ 訂正情報（入力情報） 

項番（１）の情報名 

障害児施設受給者訂正連絡票情報

（基本情報） 

項番（１）の内容 

国保連合会へ登録済みの障害児施

設受給者情報に対する訂正情報

（障害程度区分や利用者負担上限

額、各種減免等の基本情報） 

 

項番（２）の情報名 

障害児施設受給者訂正連絡票情報

（支給決定情報） 

１ ５８ 

ページ番号 ５８ 

１．２．１ 異動情報（入力情報） 

項番（１）の情報名 

障害児支援受給者異動連絡票情

報（基本情報） 

 

項番（２）の情報名 

障害児支援受給者異動連絡票情

報（支給決定情報） 

 

１．２．２ 訂正情報（入力情報） 

項番（１）の情報名 

障害児支援受給者訂正連絡票情

報（基本情報） 

項番（１）の内容 

国保連合会へ登録済みの障害児

支援受給者情報に対する訂正情報

（利用者負担上限額、各種減免等

の基本情報） 

 

項番（２）の情報名 

障害児支援受給者訂正連絡票情

報（支給決定情報） 

 

上記項目の内容 

文中の「障害児施設」を「障害児支

援」へ変更 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

１９ ５９ 

ページ番号 ５９ 

１．２．３ 更新結果（出力情報） 

項番（１）の情報名 

障害児施設受給者情報更新結果情

報（基本情報） 

項番（１）の内容 

障害児施設受給者異動（訂正）情報

の更新結果（障害程度区分や利用

者負担上限額、各種減免等の基本

情報） 

 

項番（２）の情報名 

障害児施設受給者情報更新結果情

報（支給決定情報） 

項番（２）の内容 

障害児施設受給者異動（訂正）情報

の更新結果（受給者の決定サービ

スや支給期間等の支給決定内容の

情報） 

 

１．２．４ 国保連台帳情報（出力情

報） 

項番（１）の情報名 

障害児施設受給者台帳情報（基本

情報） 

 

項番（２）の情報名 

障害児施設受給者台帳情報（支給

決定情報） 

 

 

 

 

 

項番（５）の内容 

国保連合会保有の共同処理用事業

所台帳情報（基本情報） 

 

項番（６）の内容 

国保連合会保有の共同処理用事業

所台帳情報（サービス情報） 

１ ５９ 

ページ番号 ５９ 

１．２．３ 更新結果（出力情報） 

項番（１）の情報名 

障害児支援受給者情報更新結果

情報（基本情報） 

項番（１）の内容 

障害児支援受給者異動（訂正）情

報の更新結果情報（利用者負担上

限額、各種減免等の基本情報） 

 

 

項番（２）の情報名 

障害児支援受給者情報更新結果

情報（支給決定情報） 

項番（２）の内容 

障害児支援受給者異動（訂正）連

絡票情報の更新結果（受給者の決

定サービスや支給期間等の支給決

定内容の情報） 

 

１．２．４ 国保連台帳情報（出力情

報） 

項番（１）の情報名 

障害児支援受給者台帳情報（基本

情報） 

 

項番（２）の情報名 

障害児支援受給者台帳情報（支給

決定情報） 

 

上記項目の内容 

文中の「障害児施設」を「障害児支

援」へ変更 

 

項番（５）の内容 

国保連合会保有の障害児施設台

帳情報（基本情報） 

 

項番（６）の内容 

国保連合会保有の障害児施設台

帳情報（サービス情報） 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

２０ ６０ 

ページ番号 ６０ 

１．２．５ 受給者情報突合情報（入

力情報） 

項番（１）の情報名 

障害児施設受給者情報突合情報

（基本情報） 

 

項番（２）の情報名 

障害児施設受給者情報突合情報

（支給決定情報） 

１ ６０ 

ページ番号 ６０ 

１．２．５ 受給者情報突合情報（入

力情報） 

項番（１）の情報名 

障害児支援受給者情報突合情報

（基本情報） 

 

項番（２）の情報名 

障害児支援受給者情報突合情報

（支給決定情報） 

 

上記項目の内容 

文中の「障害児施設」を「障害児支

援」へ変更 

１ 

２１ ６０ 

ページ番号 ６０ 

１．２．６ 受給者情報突合結果情報

（出力情報） 

項番（１）の情報名 

障害児施設受給者情報突合結果情

報（基本情報） 

項番（１）の内容 

障害児施設受給者情報の突合結果

（基本情報） 

 

項番（２）の情報名 

障害児施設受給者情報突合結果情

報（支給決定情報） 

項番（２）の内容 

障害児施設受給者情報の突合結果

（支給決定情報） 

１ ６０ 

ページ番号 ６０ 

１．２．６ 受給者情報突合結果情

報（出力情報） 

項番（１）の情報名 

障害児支援受給者情報突合結果

情報（基本情報） 

項番（１）の内容 

障害児支援受給者情報の突合結

果情報（基本情報） 

 

項番（２）の情報名 

障害児支援受給者情報突合結果

情報（支給決定情報） 

項番（２）の内容 

障害児支援受給者情報の突合結

果情報（支給決定情報） 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

２２ ６０ 

ページ番号６０ 

１．２．７ 取込エラーリスト（出力情

報） 

項番（１）の情報名 

障害児施設受給者台帳取込エラー

リスト 

項番（１）の内容 

障害児施設受給者情報取込時のエ

ラーリスト 

 

 

項番（２）の内容 

都道府県等台帳取込時のエラーリ

スト 

 

 

項番（３）の内容 

障害児施設台帳取込時のエラーリ

スト 

 

 

項番（４）の情報名 

障害児施設受給者台帳突合情報取

込エラーリスト 

項番（４）の内容 

障害児施設受給者台帳突合情報取

込時のエラーリスト 

１ ６０ 

ページ番号６０ 

１．２．７ 取込エラーリスト（出力情

報） 

項番（１）の情報名 

障害児支援受給者台帳取込エラー

リスト 

項番（１）の内容 

障害児支援受給者異動・訂正連絡

票情報（基本情報、支給決定情報）

取込時のエラーリスト 

 

項番（２）の内容 

都道府県等異動・訂正連絡票情報

（基本情報、独自助成情報）取込時

のエラーリスト 

 

項番（３）の内容 

障害児施設異動・訂正連絡票情報

（基本情報、サービス情報）取込時

のエラーリスト 

 

項番（４）の情報名 

障害児支援受給者情報突合情報

取込エラーリスト 

項番（４）の内容 

障害児支援受給者情報突合情報

（基本情報、支給決定情報）取込時

のエラーリスト 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

２３ ６１ 

ページ番号 ６１ 

１．２．８ 受付点検エラーリスト（出

力情報） 

項番（１）の情報名 

障害児施設受給者台帳受付点検エ

ラーリスト（基本情報） 

項番（１）の内容 

障害児施設受給者台帳受付点検時

のエラーリスト（基本情報） 

 

 

項番（２）の情報名 

障害児施設受給者台帳受付点検エ

ラーリスト（支給決定情報） 

項番（２）の内容 

障害児施設受給者台帳受付点検時

のエラーリスト（支給決定情報） 

 

 

項番（３）の内容 

都道府県等台帳受付点検時のエラ

ーリスト（基本情報） 

 

 

項番（４）の内容 

都道府県等台帳受付点検時のエラ

ーリスト（独自助成情報） 

 

 

項番（５）の内容 

障害児施設台帳受付点検時のエラ

ーリスト（基本情報） 

 

 

項番（６）の内容 

障害児施設台帳受付点検時のエラ

ーリスト（サービス情報） 

 

 

１．２．９ 未登録確認一覧（出力情

報） 

項番（１）の内容 

複数サービスが登録されている施

設で、処遇改善が登録されていない

サービス情報がある施設の一覧 

１ ６１ 

ページ番号 ６１ 

１．２．８ 受付点検エラーリスト（出

力情報） 

項番（１）の情報名 

障害児支援受給者台帳受付点検エ

ラーリスト（基本情報） 

項番（１）の内容 

障害児支援受給者異動・訂正連絡

票情報（基本情報）受付点検時のエ

ラーリスト 

 

項番（２）の情報名 

障害児支援受給者台帳受付点検エ

ラーリスト（支給決定情報） 

項番（２）の内容 

障害児支援受給者異動・訂正連絡

票情報（支給決定情報）受付点検

時のエラーリスト 

 

項番（３）の内容 

都道府県等異動・訂正連絡票情報

（基本情報）受付点検時のエラーリ

スト 

 

項番（４）の内容 

都道府県等異動・訂正連絡票情報

（独自助成情報）受付点検時のエラ

ーリスト 

 

項番（５）の内容 

障害児施設等異動・訂正連絡票情

報（基本情報）受付点検時のエラー

リスト 

 

項番（６）の内容 

障害児施設等異動・訂正連絡票情

報（サービス情報）受付点検時のエ

ラーリスト 

 

１．２．９ 未登録確認一覧（出力情

報） 

項番（１）の内容 

複数サービスが登録されている障

害児施設で、処遇改善情報が登録

されていないサービス情報がある

障害児施設の一覧 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

２４ 

６２ 

６３ 

６４ 

ページ番号 ６２、６３、６４ 

障害児施設受給者異動連絡票情報

（基本情報） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※６ 

児童福祉法第二十四条に基づく給

付率を設定する。 

３ 

６２ 

６３ 

６４ 

６４－１ 

ページ番号 ６２ 

障害児支援受給者異動連絡票情

報（基本情報） 

 

項番６ 

政令市市町村番号を追加 

 

ページ番号 ６３ 

項番１３～１５ 

障害程度区分コード、障害程度区

分認定有効期間（開始年月日）、障

害程度区分認定有効期間（終了年

月日）を追加 

 

ページ番号 ６４ 

項番３１～３４ 

障害児相談支援有無、障害児相談

支援事業所番号、障害児相談支援

有効期間（開始年月日）、障害児相

談支援有効期間（終了年月日）を追

加 

 

項番３９ 

特定旧法受給者区分（経過措置対

象者）を追加 

 

６４－１頁を追加 

項番４１、４２ 

介護保険給付対象者有無、重度包

括支援対象者有無を追加 

 

上記、項目追加に伴い、既存項目

の項番を変更。 

 

項番４３～４５、※１～※７、※B、※

C、※Y、※Z を６４頁から６４－１頁

へ移動 

 

※６ 

異動年月日の年月が平成２４年３

月以前の場合は、児童福祉法第二

十四条の五に基づく給付率（９０～

１００の値）を設定する。 

 

ページ番号 ６４－１ 

※８、※９を追加 

４ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

２５ ６４ 

ページ番号 ６４ 

項番２７～３０に跨る項目名 

法第二十四条に基づく給付率情報 

 

項番２７の項目名 

法第二十四条に基づく給付率の適

用有無 

項番２７の内容 

法第二十四条（災害その他の厚生

労働省令で定める特別の事情）に

基づく給付率の適用有無を設定す

る 

項番２７の備考 

１：無し 

２：有り 

 

 

項番２８の項目名 

法第二十四条に基づく給付率 

項番２８のバイト数 

３ 

項番２８の内容 

法第二十四条（災害その他の厚生

労働省令で定める特別の事情）に

基づく給付率を設定する 

 

 

項番２９の項目名 

法第二十四条に基づく給付率の有

効期間（開始年月日） 

項番２９の内容 

法第二十四条に基づく給付率の開

始年月日（西暦年月日

(YYYYMMDD)）を設定する 

 

項番２９の備考 

※Ｙ 

 

 

項番３０の項目名 

法第二十四条に基づく給付率の有

効期間（終了年月日） 

項番３０の内容 

法第二十四条に基づく給付率の終

了年月日（西暦年月日

(YYYYMMDD)）を設定する 

 

項番３０の備考 

※Ｙ 

１ ６４ 

ページ番号 ６４ 

項番３５～３８に跨る項目名 

給付費等の額の特例情報 

 

項番３５の項目名 

都道府県等が定める額の適用有無

 

項番３５の内容 

法第二十四条の五（災害その他の

厚生労働省令で定める特別の事

情）に基づく都道府県等が定める額

の適用有無を設定する 

項番２７の備考 

１：無し 

２：有り 

※９ 

 

項番３６の項目名 

都道府県等が定める額 

項番３６のバイト数 

６ 

項番３６の内容 

法第二十四条の五（災害その他の

厚生労働省令で定める特別の事

情）に基づく都道府県等が定める額

を設定する 

 

項番３７の項目名 

都道府県等が定める額の有効期間

（開始年月日） 

項番３７の内容 

法第二十四条の五に基づく都道府

県等が定める額の開始年月日（西

暦年月日(YYYYMMDD)）を設定す

る 

項番３７の備考 

※Ｙ 

※９ 

 

項番３８の項目名 

都道府県等が定める額の有効期間

（終了年月日） 

項番３８の内容 

法第二十四条の五に基づく都道府

県等が定める額の終了年月日（西

暦年月日(YYYYMMDD)）を設定す

る 

項番３８の備考 

※Ｙ 

※９ 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

２６ 

６４ 

６５ 

６７ 

６８ 

７１ 

７４－１ 

７９ 

８０ 

８２ 

８３ 

８６ 

８９－１ 

９３ 

９４ 

９６ 

９７ 

１００ 

１０３－１ 

１０７ 

１０８ 

１１０ 

１１１ 

１１４ 

１１７－１ 

１２２ 

１２３ 

１２７ 

ページ番号 ６４、６５、６７、６８、７

１、７４－１、７９、８０、８２、８３、８

６、８９－１、９３、９４、９６、９７、１０

０、１０３－１、１０７、１０８、１１０、１

１１、１１４、１１７－１、１２２、１２３、

１２７ 

 

 

※Ｂ 

「インタフェース仕様書 都道府県編

Ⅱ．障害児施設給付 1.2 インタフェ

ース一覧」参照。 

２７ 

６４－１ 

６５－１ 

６７ 

６８ 

７１ 

７４－２ 

７９－１ 

８０－１ 

８２ 

８３ 

８６ 

８９－２ 

９３－１ 

９４－１ 

９６ 

９７ 

１００ 

１０３－２ 

１０７－１ 

１０８－１ 

１１０ 

１１１ 

１１４ 

１１７－２ 

１２２ 

１２３－１ 

１２７－１ 

ページ番号 ６４－１、６５－１、６

７、６８、７１、７４－２、７９－１、８０

－１、８２、８３、８６、８９－２、９３－

１、９４－１、９６、９７、１００、１０３－

２、１０７－１、１０８－１、１１０、１１

１、１１４、１１７－２、１２２、１２３－

１、１２７－１ 

 

※Ｂ 

「インタフェース仕様書 都道府県

編 Ⅱ．障害児支援 1.2 インタフェ

ース一覧」参照。 

２７



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

２７ ６５ 

ページ番号 ６５ 

障害児施設受給者異動連絡票情報

（支給決定情報） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※２ 

障害児通園施設の相互利用制度に

より、障害種別の異なる施設を利用

する場合、および、知的障害児が盲

児・ろうあ児施設を利用する場合に

設定する。 

１ 
６５ 

６５－１ 

ページ番号 ６５ 

障害児支援受給者異動連絡票情

報（支給決定情報） 

 

項番６ 

政令市市町村番号を追加 

 

項番９ 

旧障害程度区分等コードを追加 

 

項番１１ 

１回当たりの最大提供量を追加 

 

上記、項目追加に伴い、既存項目

の項番を変更。 

 

６５－１頁を追加 

※１、※２、※Ｂ、※Ｃ、※Ｙ、※Ｚを

６５頁から６５－１頁へ移動 

 

※２ 

異動年月日の年月が平成２４年３

月以前の場合、障害児通園施設の

相互利用制度により、障害種別の

異なる施設を利用する場合、およ

び、知的障害児が盲児・ろうあ児施

設を利用する場合に設定する。 

異動年月日の異動年月日の年月

が平成２４年４月以降の場合、“０”

または“NULL”を設定する。 

 

※３を追加 

２ 

２８ ６６ 

ページ番号６６ 

受給者異動連絡票情報 ファイル構

成図 
１ ６６ 

ページ番号６６ 

障害児支援受給者異動連絡票情

報 ファイル構成図 
１ 

２９ 

６６ 

８１ 

９５ 

１０９ 

１２４ 

１２９ 

ページ番号 ６６、８１、９５、１０９、１

２４、１２９ 

 

「障害児施設」 

 

ページ番号 １２９ 

「受給者情報」 

６ 

６６ 

８１ 

９５ 

１０９ 

１２４ 

１２９ 

ページ番号 ６６、８１、９５、１０９、

１２４、１２９ 

ファイル構成図中の名称変更 

「障害児支援」 

 

ページ番号 １２９ 

「障害児支援受給者情報」 

６ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

３０ ６７ 

ページ番号 ６７ 

項番６の備考 

※２ 

 

項番８の備考 

※３ 

 

※２ 

カナ名の設定がない場合にあって

は、半角文字のダミーデータ等を設

定する。 

 

※３ 

有効開始日は、児童福祉法の障害

児施設給付に係わる各種業務を行

うものとして、その効力が発生した

日付であり、情報の登録（変更）日

ではない。仮に市町村の所在地や

連絡先等に変更が生じた場合であ

っても有効開始日に変更はない。 

１ ６７ 

ページ番号 ６７ 

項番６の備考の※２を削除 

 

 

項番８の備考 

※２ 

 

※２を削除 

 

 

 

 

※２ 

有効開始日は、児童福祉法の障害

児支援に係わる各種業務を行うも

のとして、その効力が発生した日付

であり、情報の登録（変更）日では

ない。仮に市町村の所在地や連絡

先等に変更が生じた場合であって

も有効開始日に変更はない。 

１ 

３１ ６８ 

ページ番号 ６８ 

 

 

項番７の備考 

※２ 

 

 

※２ 

障害児施設給付のサービス種類コ

ードを設定する。 

１ ６８ 

ページ番号 ６８ 

項番６の備考に※Ｃを追加 

 

項番７の備考 

※２ 

※Ｃ 

 

※２ 

障害児支援のサービス種類コード

を設定する。 

１ 

３２ ６９ 

ページ番号 ６９ 

単独都道府県等レコードの編綴（フ

ァイル内の格納順序） 
１ ６９ 

ページ番号 ６９ 

レコードの編綴（ファイル内の格納

順序） 
１ 

３３  

 

 ７１ 

ページ番号 ７１ 

 

項番１９に※２を追加 

 

項番２１を追加 

 

※２、※３を追加 

１ 

３４  

 

 
７４－１ 

７４－２ 

ページ番号 ７４－１ 

項番４９～項番６３を追加 

 

７４－２頁を追加 

項番６４、６５を追加 

 

※１～※７、※Ｂ、※Ｃ、※Ｙ、※Ｚを

７４－１頁から７４－２頁へ移動 

 

※８～※１１を追加 

２ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

３５  

 

 

７５ 

７５－１ 

７５－２ 

７５－３ 

７５－１頁、７５－２頁を７５－２頁、

７５－３頁（ページ追加）へ移動 

 

７５頁を【異動年月日の年月が平成

２１年１０月～平成２４年３月の場

合】として、７５－１頁へ移動 

 

７５頁を【異動年月日の年月が平成

２４年４月以降の場合】として内容を

変更 

 

サービス種類の削除 

１１：知的障害児施設 

１２：第一種自閉症児施設 

１３：第二種自閉症児施設 

２１：知的障害児通園施設 

３１：盲児施設 

３３：難聴幼児通園施設 

４１：肢体不自由児（入所）施設 

４２：肢体不自由児（通所）施設 

４３：肢体不自由児療護施設 

４４：肢体不自由児通園施設 

４５：医療機関（肢体不自由児）施設

５１：重心障害児施設 

５２：医療機関（重心障害児）施設 

 

サービス種類の追加 

５５：障害児相談支援 

６１：児童発達支援 

６２：医療型児童発達支援 

６３：放課後等デイサービス 

６４：保育所等訪問支援 

７１：障害児入所支援 

７２：医療型障害児入所支援 

 

上記、サービス種類の追加に伴

い、該当項目欄に「○」を記載 

４ 

３６ 

７６ 

９０ 

１０４ 

１１８ 

ページ番号 ７６、９０、１０４、１１８ 

 

施設情報１件分 

 

４ 

７６ 

９０ 

１０４ 

１１８ 

ページ番号 ７６、９０、１０４、１１８ 

ファイル構成図中の説明変更 

障害児施設情報１件分 
４ 

３７ ７７ 

ページ番号 ７７ 

障害児施設受給者訂正連絡票情報

（基本情報） 
１ ７７ 

ページ番号 ７７ 

障害児支援受給者訂正連絡票情

報（基本情報） 
１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

３８  

 

 

７７ 

７８ 

７９ 

７９－１ 

９１ 

９２ 

９３ 

９３－１ 

１０５ 

１０６ 

１０７ 

１０７－１ 

１２５ 

１２６ 

１２７ 

１２７－１ 

ページ番号 ７７、９１、１０５、１２５ 

項番８ 

政令市市町村番号を追加 

 

ページ番号 ７８、９２、１０６、１２６ 

項番１５～１７ 

障害程度区分コード、障害程度区

分認定有効期間（開始年月日）、障

害程度区分認定有効期間（終了年

月日）を追加 

 

ページ番号 ７９、９３、１０７、１２７ 

項番３３～３６ 

障害児相談支援有無、障害児相談

支援事業所番号、障害児相談支援

有効期間（開始年月日）、障害児相

談支援有効期間（終了年月日）を追

加 

 

項番４１ 

特定旧法受給者区分（経過措置対

象者）を追加 

 

７９－１頁、９３－１頁、１０７－１頁、

１２７－１頁を追加 

項番４３、４４ 

介護保険給付対象者有無、重度包

括支援対象者有無を追加 

 

上記、項目追加に伴い、既存項目

の項番を変更。 

 

ページ番号 ７９－１、１２７－１ 

※１を７９頁から７９－１頁へ、１２７

頁から１２７－１頁へ移動 

 

ページ番号 ７９－１、９３－１、１０

７－１、１２７－１ 

項番４５～４７、※Ｂ、※Ｃ、※Ｙ、※

Ｚを７９頁から７９－１頁へ、９３頁か

ら９３－１頁へ、１０７頁から１０７－

１頁へ、１２７頁から１２７－１頁へ

移動 

１６



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

３９ 

７９ 

９３ 

１０７ 

１２７ 

ページ番号 ７９、９３、１０７、１２７ 

項番２９～３２に跨る項目名 

法第二十四条に基づく給付率情報 

 

項番２９の項目名 

法第二十四条に基づく給付率の適

用有無 

項番２９の内容 

法第二十四条（災害その他の厚生

労働省令で定める特別の事情）に

基づく給付率の適用有無を設定す

る 

 

項番３０の項目名 

法第二十四条に基づく給付率 

項番３０のバイト数 

３ 

項番３０の内容 

法第二十四条（災害その他の厚生

労働省令で定める特別の事情）に

基づく給付率を設定する 

 

 

項番３１の項目名 

法第二十四条に基づく給付率の有

効期間（開始年月日） 

項番３１の内容 

法第二十四条に基づく給付率の開

始年月日（西暦年月日

(YYYYMMDD)）を設定する 

 

 

項番３２の項目名 

法第二十四条に基づく給付率の有

効期間（終了年月日） 

 

項番３２の内容 

法第二十四条に基づく給付率の終

了年月日（西暦年月日

(YYYYMMDD)）を設定する 

４ 

７９ 

９３ 

１０７ 

１２７ 

ページ番号 ７９、９３、１０７、１２７ 

項番３７～４０に跨る項目名 

給付費等の額の特例情報 

 

項番３７の項目名 

都道府県等が定める額の適用有無

 

項番３７の内容 

法第二十四条の五（災害その他の

厚生労働省令で定める特別の事

情）に基づく都道府県等が定める額

の適用有無を設定する 

 

項番３８の項目名 

都道府県等が定める額 

項番３８のバイト数 

６ 

項番３８の内容 

法第二十四条の五（災害その他の

厚生労働省令で定める特別の事

情）に基づく都道府県等が定める額

を設定する 

 

項番３９の項目名 

都道府県等が定める額の有効期間

（開始年月日） 

項番３９の内容 

法第二十四条の五に基づく都道府

県等が定める額の開始年月日（西

暦年月日(YYYYMMDD)）を設定す

る 

 

項番４０の項目名 

都道府県等が定める額の有効期間

（終了年月日） 

項番４０の内容 

法第二十四条の五に基づく都道府

県等が定める額の終了年月日（西

暦年月日(YYYYMMDD)）を設定す

る 

４ 

４０ ８０ 

ページ番号 ８０ 

障害児施設受給者訂正連絡票情報

（支給決定情報） 
１ ８０ 

ページ番号 ８０ 

障害児支援受給者訂正連絡票情

報（支給決定情報） 
１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

４１ 

８０ 

９４ 

１０８ 

１２８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ページ番号 ８０ 

※２ 

障害児通園施設の相互利用制度に

より、障害種別の異なる施設を利用

する場合、および、知的障害児が盲

児・ろうあ児施設を利用する場合に

設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

ページ番号 １２８ 

※B 

交換情報識別番号は「1.2 インタフ

ェース一覧」を参照。 

４ 

８０ 

８０－１ 

９４ 

９４－１ 

１０８ 

１０８－１ 

１２８ 

１２８－１ 

ページ番号 ８０、９４、１０８、１２８ 

項番８ 

政令市市町村番号を追加 

 

項番１１ 

旧障害程度区分等コードを追加 

 

項番１３ 

１回当たりの最大提供量を追加 

 

上記、項目追加に伴い、既存項目

の項番を変更。 

 

８０－１頁を追加 

※１を８０頁から８０－１頁へ移動 

 

９４－１頁、１０８－１頁を追加 

 

ページ番号 ８０－１、９４－１、１０

８－１、１２８－１ 

※Ｂ、※Ｃ、※Ｙ、※Ｚを８０頁から８

０－１頁へ、９４頁から９４－１頁

へ、１０８頁から１０８－１頁、１２８

頁から１２８－１頁へ移動 

 

ページ番号 ８０－１ 

※２ 

異動年月日の年月が平成２４年３

月以前の場合、障害児通園施設の

相互利用制度により、障害種別の

異なる施設を利用する場合、およ

び、知的障害児が盲児・ろうあ児施

設を利用する場合に設定する。 

異動年月日の異動年月日の年月

が平成２４年４月以降の場合、“０”

または“NULL”を設定する。 

 

※３を追加 

 

ページ番号 １２８－１ 

※B 

「インタフェース仕様書 都道府県

編 Ⅱ．障害児支援 1.2 インタフェ

ース一覧」参照。 

８ 

４２ ８２ 

ページ番号 ８２ 

項番１５の備考 

※２ 

 

※２ 

カナ名の設定がない場合にあって

は、半角文字のダミーデータ等を設

定する。 

１ ８２ 

ページ番号 ８２ 

項番１５の備考の※２を削除 

 

 

※２を削除 
１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

４３ ８４ 

ページ番号 ８４ 

都道府県等等訂正連絡票情報 １ ８４ 

ページ番号 ８４ 

都道府県等訂正連絡票情報 １ 

４４  

 

 

８６ 

１００ 

１１４ 

ページ番号 ８６ 

項番２１の備考に※２を追加 

 

ページ番号 ８６、１００、１１４ 

項番２３を追加 

 

ページ番号 ８６ 

※２、※３を追加 

３ 

４５  

 

 

８９－１ 

８９－２ 

１０３－１ 

１０３－２ 

１１７－１ 

１１７－２ 

ページ番号 ８９－１、１０３－１、１

１７－１ 

項番５１～項番６４を追加 

 

８９－２頁、１０３－２頁、１１７－２頁

を追加 

項番６５～項番６７を追加 

 

※１～※７、※Ｂ、※Ｃ、※Ｙ、※Ｚを

８９－１頁から８９－２頁へ、１０３－

１頁から１０３－２頁へ、１１７－１頁

から１１７－２頁へ移動 

 

ページ番号 ８９－２頁 

※８～※１１を追加 

６ 

４６ ９１ 

ページ番号 ９１ 

障害児施設受給者情報更新結果情

報（基本情報） 
１ ９１ 

ページ番号 ９１ 

障害児支援受給者情報更新結果

情報（基本情報） 
１ 

４７ ９４ 

ページ番号 ９４ 

障害児施設受給者情報更新結果情

報（支給決定情報） 
１ ９４ 

ページ番号 ９４ 

障害児支援受給者情報更新結果

情報（支給決定情報） 
１ 

４８  

 

 
９７ 

１１１ 

ページ番号 ９７、１１１ 

項番８、項番９に※Ｃを追加 ２ 

４９ １１２ 

ページ番号 １１２ 

単独市町村レコードの編綴（ファイ

ル内の格納順序） 
１ １１２ 

ページ番号 １１２ 

レコードの編綴（ファイル内の格納

順序） 
１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

５０ 

１１９ 

１２０ 

１２１ 

ページ番号 １１９ 

障害児施設受給者情報突合情報

（基本情報） 

３ 

１１９ 

１２０ 

１２１ 

１２１－１ 

ページ番号 １１９ 

障害児支援受給者情報突合情報

（基本情報） 

 

項番９ 

政令市市町村番号を追加 

 

ページ番号 １２０ 

項番１６～１８ 

障害程度区分コード、障害程度区

分認定有効期間（開始年月日）、障

害程度区分認定有効期間（終了年

月日）を追加 

 

ページ番号 １２１ 

項番３４～４７ 

障害児相談支援有無、障害児相談

支援事業所番号、障害児相談支援

有効期間（開始年月日）、障害児相

談支援有効期間（終了年月日）を追

加 

 

項番４２ 

特定旧法受給者区分（経過措置対

象者）を追加 

 

ページ番号 １２１－１頁を追加 

項番４４、４５ 

介護保険給付対象者有無を追加 

重度包括支援対象者有無を追加 

 

上記、項目追加に伴い、既存項目

の項番を変更。 

４ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

５１ 
１２１ 

１２２ 

ページ番号 １２１ 

項番３０～３３に跨る項目名 

法第二十四条に基づく給付率情報 

 

 

項番３０の項目名 

法第二十四条に基づく給付率の適

用有無 

項番２９の内容 

法第二十四条（災害その他の厚生

労働省令で定める特別の事情）に

基づく給付率の適用有無を設定す

る 

 

項番３１の項目名 

法第二十四条に基づく給付率 

項番３１のバイト数 

３ 

項番３１の内容 

法第二十四条（災害その他の厚生

労働省令で定める特別の事情）に

基づく給付率を設定する 

 

 

項番３２の項目名 

法第二十四条に基づく給付率の有

効期間（開始年月日） 

項番３２の内容 

法第二十四条に基づく給付率の開

始年月日（西暦年月日

(YYYYMMDD)）を設定する 

 

 

項番３３の項目名 

法第二十四条に基づく給付率の有

効期間（終了年月日） 

項番３３の内容 

法第二十四条に基づく給付率の終

了 年 月 日 （ 西 暦 年 月 日

(YYYYMMDD)）を設定する 

 

 

 

 

 

ページ番号１２２ 

※２の段落番号 

①突合区分が「１：突合開始終了内

の最新情報」の場合 

ページ番号 １２２ 

②突合区分が「２：突合開始終了内

の全情報」の場合 

２ 

 

１２１ 

１２１－１ 

１２２ 

ページ番号 １２１ 

項番３８～４１に跨る項目名 

給付費等の額の特例情報 

 

項番３８の項目名 

都道府県等が定める額の適用有無

項番３８の内容 

法第二十四条の五（災害その他の

厚生労働省令で定める特別の事

情）に基づく都道府県等が定める額

の適用有無を設定する 

 

 

項番３９の項目名 

都道府県等が定める額 

項番３９のバイト数 

６ 

項番３９の内容 

法第二十四条の五（災害その他の

厚生労働省令で定める特別の事

情）に基づく都道府県等が定める額

を設定する 

 

項番４０の項目名 

都道府県等が定める額の有効期間

（開始年月日） 

項番４０の内容 

法第二十四条の五に基づく都道府

県等が定める額の開始年月日（西

暦年月日(YYYYMMDD)）を設定す

る 

 

項番４１の項目名 

都道府県が定める額の有効期間

（終了年月日） 

項番４１の内容 

法第二十四条の五に基づく都道府

県が定める額の終了年月日（西暦

年月日(YYYYMMDD)）を設定する 

 

項番４６～４８、※１、※２の（１）を１

２１頁から１２１－１頁へ移動 

 

ページ番号１２１－１ 

※２の段落番号変更 

（１）突合区分が「１：突合開始終了

内の最新情報」の場合 

ページ番号 １２２ 

（２）突合区分が「２：突合開始終了

内の全情報」の場合 

※Ｚを追加 

３ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

５２ １２３ 

ページ番号 １２３ 

障害児施設受給者情報突合情報

（支給決定情報） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 

必須入力 ◎：必須項目､○：請求

内容により必要､△：任意設定､空

白：不要 

１ 
１２３ 

１２３－１ 

ページ番号 １２３ 

障害児支援受給者台帳情報（支給

決定情報） 

 

項番９ 

政令市市町村番号を追加 

 

項番１２ 

旧障害程度区分等コードを追加 

 

項番１４ 

１回当たりの最大提供量を追加 

 

上記、項目追加に伴い、既存項目

の項番を変更。 

 

１２３－１頁を追加 

※１、※Ｂ、※Ｃ、※Ｙ、※Ｚを１２３

頁から１２３－１頁へ移動 

 

※１ 

必須入力 ◎：必須項目､○：パター

ン毎に必須､△：任意設定､空白：不

要 

２ 

５３ １３０ 

ページ番号 １３０ 

１．３．７ 取込エラーリスト（出力情

報） 

（１）障害児施設受給者台帳取込エ

ラーリスト 

 

（４）障害児施設受給者台帳突合情

報取込エラーリスト 

 

１．３．８ 受付点検エラーリスト（出

力情報） 

（１）障害児施設受給者台帳受付点

検エラーリスト（基本情報） 

 

（２）障害児施設受給者台帳受付点

検エラーリスト（支給決定情報） 

１ １３０ 

ページ番号 １３０ 

１．３．７ 取込エラーリスト（出力情

報） 

（１）障害児支援受給者台帳取込エ

ラーリスト 

 

（４）障害児支援受給者情報突合情

報取込エラーリスト 

 

１．３．８ 受付点検エラーリスト（出

力情報） 

（１）障害児支援受給者台帳受付点

検エラーリスト（基本情報） 

 

（２）障害児支援受給者台帳受付点

検エラーリスト（支給決定情報） 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

５４ １３１ 

ページ番号 １３１ 

1.国保連合会へ請求書等情報（障

害児施設給付費請求書、障害児施

設給付費明細書、サービス提供実

績記録票、利用者負担上限月額管

理票（※１））の磁気データを、インタ

ーネットを利用して送信する。 

 

 

2.国保連合会は、受け付けた請求

書等情報の受付点検・資格点検・支

給量点検を実施後、都道府県等審

査用資料（データ）を作成し、都道府

県等に提供する。 

 

3.都道府県等審査用資料を基に審

査を行い、都道府県等審査結果情

報（※２）を国保連合会へ提出する。

 

 

4.国保連合会は受け付けた都道府

県等審査結果情報について内容の

チェックを行い、エラーを発見した場

合は都道府県に取込エラーリスト、

受付点検エラーリストを作成し、再

提出を依頼する。 

 

5.都道府県は、エラー内容の修正を

行い、再度、国保連合会に提出す

る。（以降、エラーが無くなるまで繰

り返す。） 

 

6.都道府県等審査結果情報に基づ

き都道府県等へ都道府県等請求情

報（払込請求書、支払手数料払込

請求書、請求額通知書情報、決定

請求明細表情報、返戻者一覧）、都

道府県助成金請求情報を提供す

る。 

１ １３１ 

ページ番号 １３１ 

1.国保連合会へ請求書等情報（障

害児通所給付費・入所給付費等請

求書、障害児通所給付費・入所給

付費等明細書、サービス提供実績

記録票、利用者負担上限額管理結

果票（※１））の磁気データを、インタ

ーネットを利用して送信する。 

 

2.国保連合会は、受け付けた請求

書等情報の受付点検・資格点検・

支給量点検を実施後、都道府県等

審査用資料（※２）を作成し、都道

府県等に提供する。 

 

3.都道府県等審査用資料を基に審

査を行い、都道府県等審査結果情

報（※３）を国保連合会へ提出す

る。 

 

4.国保連合会は受け付けた都道府

県等審査結果情報について内容の

チェックを行い、エラーを発見した場

合は都道府県等に取込エラーリス

ト、受付点検エラーリストを提供し、

再提出を依頼する。 

 

5.都道府県等は、エラー内容の修

正を行い、再度、国保連合会に提

出する。（以降、エラーが無くなるま

で繰り返す。） 

 

6. 国保連合会は、受け付けた都道

府県等審査結果情報に基づき都道

府県等へ都道府県等請求情報（障

害児給付費等払込請求書、障害児

給付費等払込請求書内訳表、障害

児給付費等支払手数料払込請求

書、障害児給付費等請求額通知書

情報、障害児給付費等決定請求明

細表情報、返戻等一覧表）、都道府

県助成金請求情報を提供する。ま

た過誤申立書情報の取下げあった

場合は、再度、都道府県等審査用

資料情報（過誤申立書情報の取下

げ分のみ）を提供する。 
 

 

※２を※３へ変更 

 

※２を追加 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

５５  

 

 １３２ 

ページ番号 １３２ 

受け渡し概要図内に注釈を追加 

 

（※）：過誤申立書情報の取下があ

った場合は、再度、都道府県等審

査用資料情報（過誤申立書情報の

取下分のみ）を提供する。 

１ 

５６ １３３ 

ページ番号 １３３ 

 

4.過誤申立書情報に基づき過誤調

整を行い、都道府県等へ過誤決定

通知書情報(都道府県等)を提供す

る。※備考参照 

 

備考 

※ 提出された過誤申立書情報を基

にして、当該サービスの情報を給付

実績から参照する。 

１ １３３ 

ページ番号 １３３ 

 

4.過誤申立書情報に基づき過誤調

整を行い、都道府県等へ過誤決定

通知書情報(都道府県等)を提供す

る。（※１） 

 

備考 

※１： 提出された過誤申立書情報

を基にして、当該サービスの情報を

給付実績から参照する。 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

５７ １３５ 

ページ番号１３５ 

２．２．１ 都道府県等審査用資料情

報（出力情報） 

項番（１）の内容 

事務点検の結果情報 

 

項番（２）の情報名 

点検済障害児施設給付費請求書情

報 

項番（２）の内容 

障害児施設から障害児施設給付費

の請求を行う際に提出する障害児

施設単位の集計情報 

 

項番（３）の内容 

障害児施設等から障害児施設給付

費請求を行う際に提出する障害児

施設単位、利用者単位の集計情報

 

項番（４）の内容 

点検済みの請求明細書情報 

 

 

項番（５）の内容 

エラー対象者の一覧表 

 

項番（６）の内容 

警告対象者の一覧表 

 

項番（７）の内容 

支給量をオーバー者のリスト 

 

 

２．２．２ 都道府県等審査結果資料

情報（入力情報） 

項番（１）の内容 

都道府県等審査の結果情報 

１ １３５ 

ページ番号 １３５ 

２．２．１ 都道府県等審査用資料

情報（出力情報） 

項番（１）の内容 

全体の正常・警告・エラー件数等の

結果情報 

項番（２）の情報名 

点検済障害児通所給付費・入所給

付費等請求書情報 

項番（２）の内容 

点検結果を付加した障害児通所給

付費・入所給付費等請求書情報 

 

 

項番（３）の内容 

点検結果を付加した明細書等情報

 

 

 

項番（４）の内容 

全体の正常・警告・エラー件数等の

結果票 

 

項番（５）の内容 

エラー対象者のエラー内容一覧表 

 

項番（６）の内容 

警告対象者の警告一覧表 

 

項番（７）の内容 

決定支給量を超過している対象者

一覧表 

 

２．２．２ 都道府県等審査結果資

料情報（入力情報） 

項番（１）の内容 

事務点検結果票情報に審査結果を

付加した結果情報 

１ 

５８ １３６ 

ページ番号 １３６ 

 

「障害児施設給付費」 

 

 

項番（２）の内容 

都道府県等が国保連合会へ納入す

るための払込請求書内訳表 

 

項番（６）の内容 

返戻対象者の一覧表 

１ １３６ 

ページ番号 １３６ 

情報名の変更 

「障害児給付費」 

 

ページ番号１３６ 

項番（２）の内容 

障害児給付費等払込請求書の内

訳表 

 

項番（６）の内容 

返戻対象者、返戻要因の一覧表 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

５９ １３６－１ 

ページ番号 １３６－１ 

 

「障害児施設給付費」 

 

２．２．４ 都道府県助成金請求情報

（出力情報） 

項番（３）の内容 

処遇改善助成金請求額がマイナス

金額となり事業所からの還付が必

要な事業所別過誤調整残高一覧の

受給者・サービス別内訳情報 

 

項番（６）の内容 

処遇改善助成金請求額がマイナス

金額となり事業所からの還付が必

要な事業所別過誤調整残高一覧の

受給者・サービス別内訳 

 

項番（８）の内容 

都道府県が国保連合会へ納入する

ための払込請求書内訳表 

 

２．２．５ 過誤申立情報（入力情報）

 

項番（１）の内容 

過誤を申し立てるための理由と対象

となる給付実績を特定するための

情報を記載した情報 

１ １３６－１ 

ページ番号 １３６－１ 

情報名の変更 

「障害児給付費」 

 

２．２．４ 都道府県助成金請求情

報（出力情報） 

項番（３）の内容 

処遇改善助成金請求額がマイナス

金額となり事業所からの還付が必

要な事業所別過誤調整残高一覧の

受給者・サービス種類別内訳情報 

 

項番（６）の内容 

処遇改善助成金請求額がマイナス

金額となり事業所からの還付が必

要な事業所別過誤調整残高一覧の

受給者・サービス種類別内訳 

 

項番（８）の内容 

障害児給付費等処遇改善助成金

払込請求書の内訳表 

 

２．２．５ 過誤申立情報（入力情

報） 

項番（１）の内容 

過誤を申立てるための理由と対象

となる給付実績を特定するための

情報を記載した情報 

１ 

６０ 
１３８ 

１３９ 

ページ番号 １３８、１３９ 

項番１３の項目名 

高額障害福祉サービス費 

 

ページ番号１３８ 

項番１４の内容 

審査年月日（西暦年月日

（YYYYMMDD）を設定する 

２ 
１３８ 

１３９ 

ページ番号 １３８、１３９ 

項番１３の項目名 

高額障害児通所給付費 

 

ページ番号１３８ 

項番１４の内容 

都道府県等審査年月日（西暦年月

日（YYYYMMDD）を設定する 

２ 

６１ 

１３８ 

１３９ 

１４２ 

１４９ 

１５１ 

１６３ 

１６４ 

１６５ 

１６８ 

１７０ 

１７２－１ 

１７２－３ 

１７２－５ 

１７３ 

ページ番号 １３８、１３９、１４２、１４

９、１５１、１６３、１６４、１６５、１６８、

１７０、１７２－１、１７２－３、１７２－

５、１７３ 

 

※Ｂ 

「インタフェース仕様書 都道府県編

Ⅱ．障害児施設給付 2.2 インタフェ

ース一覧」参照。 

１４ 

１３８ 

１３９ 

１４２ 

１４９ 

１５１ 

１６３ 

１６４ 

１６５ 

１６８ 

１７０ 

１７２－１ 

１７２－３ 

１７２－５ 

１７３ 

ページ番号 １３８、１３９、１４２、１

４９、１５１、１６３、１６４、１６５、１６

８、１７０、１７２－１、１７２－３、１７

２－５、１７３ 

 

※Ｂ 

「インタフェース仕様書 都道府県

編 Ⅱ．障害児支援 2.2 インタフェ

ース一覧」参照。 

１４



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

６２ １４１ 

ページ番号 １４１ 

（２） 点検済障害児施設給付費請

求書情報 

 

障害児施設給付費の点検済請求書

情報は以下のレコードの組み合わ

せにより構成される。 

 

項番７～１３に跨る項目名 

小計 障害児施設給付費 

 

１ １４１ 

ページ番号 １４１ 

（２） 点検済障害児通所給付費・入

所給付費等請求書情報 

 

障害児入所給付費の点検済請求

書情報は以下のレコードの組み合

わせにより構成される。 

 

項番７～１３に跨る項目名 

小計 障害児給付費・特例障害児

通所給付費 

１ 

６３ １４２ 

ページ番号 １４２ 

項番１４～１６に跨る項目名 

小計 特定入所障害児食費等給付

費 

１ １４２ 

ページ番号 １４２ 

項番１４～１６に跨る項目名 

小計 特定入所障害児食費等給付

費・高額障害児通所給付費 

１ 

６４ １４３ 

ページ番号 １４３ 

項番５の内容 

１：障害児施設給付費 

２：特定入所障害児食費等給付費 

３：処遇改善助成金 

１ １４３ 

ページ番号 １４３ 

項番５の内容 

１：障害児入所給付費 

２：特定入所障害児食費等給付費 

３：処遇改善助成金 

１ 

６５ １４４ 

ページ番号 １４４ 

 

点検済障害児施設給付費情報ファ

イル 

 

点検済障害児施設給付費・訓練等
給付費請求書情報（基本情報レコ
ード） 

 

点検済障害児施設給付費・訓練等
給付費請求書情報（明細情報レコ
ード） 

１ １４４ 

ページ番号 １４４ 

ファイル構成図中の名称変更 

点検済障害児通所給付費・入所給

付費等請求書情報 

 

点検済障害児通所給付費・入所給
付費等請求書情報（基本情報）レコ
ード 

 

点検済障害児通所給付費・入所給
付費等請求書情報（明細情報）レコ
ード 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

６６ １４５ 

ページ番号 １４５ 

障害児施設給付費等の点検済明細

書情報は以下のレコードの組み合

わせにより構成される。 

 

 

 

 

 

 

１：点検済み明細書（基本情報レコ

ード） 

 

２：点検済明細書情報（日数情報レ

コード（複数レコード）） 

 

３：点検済明細書情報（明細情報レ

コード（複数レコード）） 

 

４：点検済明細書情報（集計情報レ

コード（複数レコード）） 

 

５：点検済サービス提供実績記録票

情報基本情報レコード 

 

６：点検済サービス提供実績記録票

情報明細情報レコード 

 

 

７：点検済利用者負担上限額管理

結果票（基本情報レコード） 

 

８：点検済利用者負担上限額管理

結果票（明細情報レコード（複数レコ

ード）） 

１ １４５ 

ページ番号 １４５ 

障害児入所給付費等の点検済明

細書情報は以下のレコードの組み

合わせにより構成される。 

 

情報名の変更 

「障害児施設給付費明細書情報」を

「障害児通所給付費・入所給付費

等明細書情報」へ変更 

 

１：基本情報レコード 

 

 

２：日数情報レコード（複数レコード）

 

 

３：明細情報レコード（複数レコード）

 

 

４：集計情報レコード（複数レコード）

 

 

５：点検済サービス提供実績記録

票情報 基本情報レコード 

 

６：点検済サービス提供実績記録

票情報 明細情報レコード（複数レ

コード） 

 

７：点検済利用者負担上限額管理

結果票情報 基本情報レコード 

 

８：点検済利用者負担上限額管理

結果票情報 明細情報レコード（複

数レコード） 

１ 

６７ １４６ 

ページ番号 １４６ 

障害児施設給付 

１ １４６ 

ページ番号 １４６ 

障害児支援 

 

１４５頁と同様にレコード名称を変

更 

入力識別番号一覧 

項番１の情報名に「※サービス提供

年月が平成２４年３月まで使用」を

追加 

 

項番２として入力識別番号Ｋ１２２

の記載を追加 

上記、記載追加に伴い、既存項目

の項番を変更。 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

６８ １４７ 

ページ番号１４７ 

項番１２の項目名 

施設給付決定保護者氏名カナ 

項番１２の内容 

施設給付決定保護者カナ氏名 

 

項番１３の項目名 

施設給付決定に係る障害児氏名カ

ナ 

項番１３の内容 

施設給付決定に係る障害児カナ氏

名 

１ １４７ 

ページ番号１４７ 

項番１２の項目名 

給付決定保護者氏名カナ 

項番１２の内容 

給付決定保護者カナ氏名 

 

項番１３の項目名 

給付決定に係る障害児氏名カナ 

 

項番１３の内容 

給付決定に係る障害児カナ氏名 

 

１ 

６９ 
１４８ 

１４９ 

ページ番号 １４８ 

項番１９の備考 

※Ｃ 

 

 

項番２０の備考 

※３ 

 

 

 

 

項番２６の内容 

利用者負担上限月額と給付率に基

づく利用者負担額のうち少ないほう

を設定する 

 

項番３３の項目名 

高額障害福祉サービス費 

 

 

２ 
１４８ 

１４９ 

ページ番号 １４８ 

項番１９の備考 

※Ｃ 

※４ 

 

項番２０の備考 

※３ 

※４ 

 

項番２１の備考に※４を追加 

 

項番２６の内容 

上限月額調整（①②の内少ない数）

の合計を設定する 

 

 

項番３３の項目名 

高額障害児通所給付費 

 

項番３５を１４９頁から１４８頁へ移

動 

 

ページ番号 １４９ 

※４を追加 

２ 

７０ 

１４９ 

１５０ 

１５１ 

１５３ 

１５９ 

１６３ 

１６４ 

１６５ 

１７０ 

ページ番号 １４９、１５０、１５１、１５

３、１５９、１６３、１６４、１６５、１７０ 

 

※２ 

「２．３．１（３）入力識別番号一覧」参

照。 

９ 

１４９ 

１５０ 

１５１ 

１５３ 

１５９ 

１６３ 

１６４ 

１６５ 

１７０ 

ページ番号 １４９、１５０、１５１、１

５３、１５９、１６３、１６４、１６５、１７

０ 

※２ 

「インタフェース仕様書 都道府県

編 Ⅱ．障害児支援 ２．３．１（３）

入力識別番号一覧」参照。 

９ 

７１ １５０ 

ページ番号 １５０ 

※Ｂ 

交換情報識別番号は「2.2 インタフ

ェース一覧」を参照。 

１ １５０ 

ページ番号 １５０ 

※Ｂ 

「インタフェース仕様書 都道府県

編 Ⅱ．障害児支援 2.2 インタフェ

ース一覧」参照。 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

７２ 
１５２ 

１５３ 

ページ番号 １５２ 

項番１４の内容 

給付率を設定する 

 

 

 

項番１６の項目名 

給付率に基づく請求額 

 

 

項番１６の内容 

総費用額×給付率／１００ 

 

 

 

 

項番１７の項目名 

給付率に基づく利用者負担額② 

 

 

項番１７の内容 

総費用額－給付率に基づく請求額 

 

 

 

 

 

項番１８の内容 

利用者負担上限月額と給付率に基

づく利用者負担額のうち少ないほう

を設定する 

 

 

 

 

ページ番号 １５３ 

 

 

項番２５の項目名 

高額障害福祉サービス費 

２ 
１５２ 

１５３ 

ページ番号 １５２ 

項番１４の内容 

０を設定する（サービス提供年月が

平成２４年３月以前：給付率を設定

する） 

 

項番１６の項目名 

１割相当額（サービス提供年月が

平成 24 年 3 月以前：給付率に基づ

く請求額） 

項番１６の内容 

総費用額の１割に相当する額を設

定する（サービス提供年月が平成

24 年 3 月以前：総費用額×給付率

／１００） 

 

項番１７の項目名 

利用者負担額②（サービス提供年

月が平成 24 年 3 月以前：給付率に

基づく利用者負担額②） 

項番１７の内容 

１割相当額を設定する（サービス提

供年月が平成 24 年 3 月以前：総費

用額－給付率に基づく請求額） 

項番１７の備考 

※６ 

 

項番１８の内容 

利用者負担上限月額と利用者負担

額②のうち少ないほうを設定する 

 

 

項番１９、２０を１５２頁から１５３頁

へ移動 

 

ページ番号 １５３ 

項番２２の備考に※７を追加 

 

項番２５の項目名 

高額障害児通所給付費 

２ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

７３ 
１５３－１ 

１５３－２ 

ページ番号 １５３－１ 

 

 

 

 

【サービス提供年月が平成２１年１０

月以降の場合】 

 

 

 

 

２ 

１５３－１ 

１５３－２ 

１５３－３ 

ページ番号 １５３－１ 

※３に 

【サービス提供年月が平成２４年４

月以降の場合】の記載を追加 

 

【サービス提供年月が平成２１年１

０月以降、平成２４年３月以前の場

合】 

 

ページ番号 １５３－２ 

【サービス提供年月が平成２１年４

月以降９月以前の場合】を１５３－１

頁から１５３－２頁へ移動 

 

１５３－３頁を追加 

※４、※５、※Ｂ、※Ｃ、※Ｙ、※Ｚを

１５３－２頁から１５３－３頁へ移動 

 

※６、※７を追加 

３ 

７４ 

１５４ 

１５５ 

１５６ 

１５７ 

１５８ 

１５９ 

 

 

 

 

 

ページ番号 １５６ 

項番３６の内容 

家庭連携加算のサービス提供回数

を設定 

 

ページ番号 １５９ 

※３：「インタフェース仕様書 サービ

ス事業所編 ２．１．３．５ サービス

提供実績記録票情報 （２）様式と

様式種別番号の対応」参照。 

 

項番３７の内容 

家庭連携加算の算定回数を設定 

６ 

１５４ 

１５５ 

１５６ 

１５７ 

１５８ 

１５９ 

ページ番号 １５４～１５９ 

出力対象項目の「H21/4 以降」を

「H21/4～H24/3」へ変更し、「H24/4

以降」の欄を追加 

 

ページ番号 １５６ 

項番３６の内容 

家庭連携加算、または家庭療育指

導加算のサービス提供回数を設定

 

ページ番号 １５９ 

※３：「インタフェース仕様書 サー

ビス事業所編 ２．１．３．５ サービ

ス提供実績記録票情報 （４）様式

と様式種別番号の対応」参照。 

 

項番３７の内容 

家庭連携加算、または家庭療育指

導加算の算定回数を設定 

６ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

７５ 

１６０ 

１６１ 

１６２ 

１６３ 

ページ番号 １６０～１６３ 

⑥ 点検済サービス提供実績記録

表情報 （明細情報）レコード 

 

 

 

 

 

 

ページ番号 １６１ 

項番２４の内容 

実際に支援に要した時間数を設定

（整数部 2 桁＋小数部 2 桁を設定、

例：１．５時間→０１５０（または１５

０）） 

 

 

ページ番号 １６３ 

※３：「インタフェース仕様書 サービ

ス事業所編 ２．１．３．５ サービス

提供実績記録票情報 （３）様式と

様式種別番号の対応」参照。 

 

項番２５の内容 

算定する時間数を設定（整数） 

 

 

４ 

１６０ 

１６１ 

１６２ 

１６３ 

ページ番号 １６０～１６３ 

⑥ 点検済サービス提供実績記録

表情報 明細情報レコード（複数レ

コード） 

 

出力対象項目の「H21/4 以降」を

「H21/4～H24/3」へ変更し、「H24/4

以降」の欄を追加 

 

ページ番号 １６１ 

項番２４の内容 

家庭連携加算、または家庭療育指

導加算に関して、実際に支援に要

した時間数を設定（整数部 2 桁＋小

数部 2 桁を設定、例：１．５時間→０

１５０（または１５０）） 

 

ページ番号 １６３ 

※３：「インタフェース仕様書 サー

ビス事業所編 ２．１．３．５ サービ

ス提供実績記録票情報 （４）様式

と様式種別番号の対応」参照。 

 

項番２５の内容 

家庭連携加算、または家庭療育指

導加算に関して、算定する時間数

を設定（整数） 

４ 

７６ １６４ 

ページ番号 １６４ 

⑦ 点検済利用者負担上限額管理

結果票（基本情報レコード） 
１ １６４ 

ページ番号 １６４ 

⑦ 点検済利用者負担上限額管理

結果票情報 基本情報レコード 
１ 

７７ １６５ 

ページ番号 １６５ 

⑧ 点検済利用者負担上限額管理

結果票（明細情報レコード） 
１ １６５ 

ページ番号 １６５ 

⑧ 点検済利用者負担上限額管理

結果票情報 明細情報レコード（複

数レコード） 

１ 

７８ １６６ 

ページ番号 １６６ 

 

点検済明細書情報（基本情報）レコ

ード 

 

点検済明細書情報（日数情報）レコ

ード 

 

点検済明細書情報（明細情報）レコ

ード 

 

点検済明細書情報（集計情報）レコ

ード 

 

サービス提供実績 

１ １６６ 

ページ番号 １６６ 

ファイル構成図中の名称変更 

基本情報レコード 

 

 

日数情報レコード 

 

 

明細情報レコード 

 

 

集計情報レコード 

 

 

点検済サービス提供実績 

１ 

７９ １６８ 

ページ番号 １６８ 

項番１３の項目名 

高額障害福祉サービス費 
１ １６８ 

ページ番号 １６８ 

項番１３の項目名 

高額障害児通所給付費 
１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

８０ １６９ 

ページ番号 １６９ 

審査結果資料情報 ファイル構成図 １ １６９ 

ページ番号 １６９ 

審査結果票情報 ファイル構成図 １ 

８１  

 

 １７０ 

ページ番号 １７０ 

審査結果一覧情報作成対象レコ

ード 

項番１の情報名に「※サービス提供

年月が平成２４年３月まで使用」を

追加 

 

項番２として入力識別番号Ｋ１２２

の記載を追加 

１ 

８２ 
１７２ 

１７２－７ 

ページ番号 １７２、１７２－７ 

 

「障害児施設給付費」 

 

ページ番号 １７２－７ 

（８） 障害児施設給付費等処遇改

善助成金払込請求書内訳表情報

（帳票） 

２ 
１７２ 

１７２－７ 

ページ番号 １７２、１７２－７ 

情報名の変更 

「障害児給付費」 

 

ページ番号 １７２－７ 

（８） 障害児施設給付費等処遇改

善助成金払込請求書内訳表（帳

票） 

２ 

８３ １７２－１ 

ページ番号 １７２－１ 

（１） 障害児施設給付費等処遇改

善助成金決定請求明細表情報 
１ １７２－１ 

ページ番号 １７２－１ 

（１） 障害児給付費等処遇改善助

成金決定請求明細表情報 
１ 

８４ 
１７２－２ 

１７２－６ 

ページ番号 １７２－２、１７２－６ 

 

「障害児施設給付費」 
２ 

１７２－２ 

１７２－６ 

ページ番号 １７２－２、１７２－６ 

ファイル構成図中の名称変更 

「障害児給付費」 
２ 

８５ １７２－５ 

ページ番号 １７２－５ 

（３） 障害児施設給付費等処遇改

善助成金未調整事業所一覧情報 
１ １７２－５ 

ページ番号 １７２－５ 

（３） 障害児給付費等処遇改善助

成金未調整事業所一覧情報 
１ 

８６ １７３ 

ページ番号 １７３ 

２．３．５ 過誤申立情報（入力情報）

 

 

（１） 過誤申立情報 

 

◆過誤申立事由コード構成は、以

下のとおり。 

属性：英数、バイト：４桁（上２桁：様

式番号、下２桁：申立理由番号） 

 

様式番号（上２桁） 

40：障害児施設給付費明細書（様式
第二） 

 

 

 

 

 

 

１ １７３ 

ページ番号 １７３ 

２．３．５ 過誤申立書情報（入力情

報） 

 

（１） 過誤申立書情報 

 

（１）過誤申立事由コード構成（上２

桁：様式番号、下２桁：申立理由番

号）は、以下のとおり。 

上記に続く◆を（２）～（４）へ変更 

 

様式番号（上２桁） 

40：障害児施設給付費明細書（様
式第二） 
（サービス提供年月が平成２４年３
月まで使用） 

41：障害児通所給付費・入所給付

費等明細書（様式第四）（サービス

提供年月が平成 24 年 4 月以降使

用） 

 

※B、※Ｃ、※Ｙ、※Ｚを上記（４）の

下段へ移動 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

８７ 

１７６ 

１７７ 

１７８ 

１７９ 

ページ番号 １７６、１７７、１７８、１７

９ 

 

 

「高額障害児施設給付費」 

４ 

１７６ 

１７７ 

１７８ 

１７９ 

ページ番号 １７６、１７７、１７８、１

７９ 

 

説明文、説明図中の名称変更 

「高額障害児給付費」 

４ 

８８ １７６ 

ページ番号 １７６ 

４．異動・訂正連絡票情報により、台

帳を更新した結果を都道府県等に

発送する。 

 

９．都道府県等は、国保連合会が保

有している世帯等情報の出力を依

頼する。 

なお、出力を依頼する時期は、当月

処理分の異動情報を含まないので

あれば、第 1 週とすることも可能。 

１ １７６ 

ページ番号 １７６ 

４．異動・訂正連絡票情報により、

台帳を更新した結果を都道府県等

に提供する。 

 

９．都道府県等は、国保連合会が

保有している高額障害児給付費世

帯等台帳情報の出力を依頼する。 

なお、出力を依頼する時期は、当月

処理分の異動連絡票情報を含まな

いのであれば、第 1 週とすることも

可能。 

１ 

８９ 

１７７ 

１７９ 

１８１ 

ページ番号 １７７、１７９、１８１ 

 

「異動・訂正情報台帳登録」 

 

「更新結果発送」 

 

「訂正情報台帳登録」 

 

ページ番号 １７７ 

「高額障害児施設給付費世帯等台
帳情報発送」 
 
ページ番号１７９ 
「高額障害児施設給付費都道府県
等情報発送」 
 
ページ番号 １８１ 
「事業所情報出力依頼」 

３ 

１７７ 

１７９ 

１８１ 

ページ番号 １７７、１７９、１８１ 

受け渡し概要図中の名称変更 

「異動・訂正連絡票情報台帳登録」

 

「更新結果提供」 

 

「訂正連絡票情報台帳登録」 

 
ページ番号 １７７ 
「高額障害児給付費世帯等台帳情
報提供」 
 
ページ番号１７９ 
「高額障害児給付費都道府県等情
報提供」 
 
ページ番号 １８１ 
「事業所台帳情報出力依頼」 

３ 

９０ １７８ 

ページ番号 １７８ 

４．異動・訂正連絡票情報により、都

道府県等情報台帳を更新した結果

を都道府県等に発送する。 

 

８．訂正情報により、台帳を更新し

た結果を都道府県等に発送する。 

 

９．都道府県等は、国保連合会が保

有している都道府県等情報の出力

を依頼する。 

尚、出力を依頼する時期は、当月処

理分の異動情報を含まないのであ

れば、第 1 週とすることも可能。 

 

１０．都道府県等からの出力依頼に

より、都道府県等台帳の内容を出

力し、送付する。 

１ １７８ 

ページ番号 １７８ 

４．異動・訂正連絡票情報により、

都道府県等情報台帳を更新した結

果を都道府県等に提供する。 

 

８．訂正情報により、台帳を更新し

た結果を都道府県等に提供する。 

 

９．都道府県等は、国保連合会が

保有している高額障害児給付費都

道府県等台帳の出力を依頼する。 

尚、出力を依頼する時期は、当月

処理分の異動情報を含まないので

あれば、第 1 週とすることも可能。 

 

１０．都道府県等からの出力依頼に

より、高額障害児給付費都道府県

等台帳の内容を出力し、送付する。

１ 



Ｎｏ． 
除く 
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加える 

ページ 
改定後 枚数

９１ １８２ 

ページ番号１８２ 

１．２．１ 異動情報（入力情報） 

項番（１）の情報名 

高額障害児施設給付費世帯等異動

連絡票情報 

項番（１）の内容 

高額障害児施設給付費用の受給者

の漢字氏名・住所・世帯集約番号等

の世帯の異動情報 

 

項番（２）の情報名 

高額障害児施設給付費都道府県等

異動連絡票情報 

 

１．２．２ 訂正情報（入力情報） 

項番（１）の情報名 

高額障害児施設給付費世帯等訂正

連絡票情報 

項番（１）の内容 

高額障害児施設給付費用の受給者

の漢字氏名・住所・世帯集約番号等

の世帯の訂正情報 

 

項番（２）の情報名 

高額障害児施設給付費都道府県等

訂正連絡票情報 

１ １８２ 

ページ番号１８２ 

１．２．１ 異動情報（入力情報） 

項番（１）の情報名 

高額障害児給付費世帯等異動連

絡票情報 

項番（１）の内容 

高額障害児給付費用の受給者の

漢字氏名・住所・世帯集約番号等

の世帯の異動情報 

 

項番（２）の情報名 

高額障害児給付費都道府県等異

動連絡票情報 

 

１．２．２ 訂正情報（入力情報） 

項番（１）の情報名 

高額障害児給付費世帯等訂正連

絡票情報 

項番（１）の内容 

高額障害児給付費用の受給者の

漢字氏名・住所・世帯集約番号等

の世帯の訂正情報 

 

項番（２）の情報名 

高額障害児給付費都道府県等訂

正連絡票情報 

１ 



Ｎｏ． 
除く 
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加える 

ページ 
改定後 枚数

９２ １８３ 

ページ番号 １８３ 

１．２．３ 更新結果（出力情報） 

項番（１）の情報名 

高額障害児施設給付費世帯等情報

更新結果情報 

項番（１）の内容 

高額障害児施設給付費用の受給者

の漢字氏名・住所・世帯集約番号等

の世帯の更新情報 

 

項番（２）の情報名 

高額障害児施設給付費都道府県等

情報更新結果情報 

 

項番（３）の内容 

事業所異動（訂正）情報（基本情報）

の更新結果 

 

項番（４）の内容 

事業所異動（訂正）情報（サービス

情報）の更新結果 

 

１．２．４ 国保連台帳（出力情報） 

項番（１）の情報名 

高額障害児施設給付費世帯等台帳

情報 

項番（１）の内容 

高額障害児施設給付費用の受給者

の漢字氏名・住所・世帯集約番号等

の世帯の台帳情報 

 

項番（２）の情報名 

高額障害児施設給付費都道府県等

台帳情報 

１ １８３ 

ページ番号 １８３ 

１．２．３ 更新結果（出力情報） 

項番（１）の情報名 

高額障害児給付費世帯等情報更

新結果情報 

項番（１）の内容 

高額障害児給付費用の受給者の

漢字氏名・住所・世帯集約番号等

の世帯の更新情報 

 

項番（２）の情報名 

高額障害児給付費都道府県等情

報更新結果情報 

 

項番（３）の内容 

事業所異動（訂正）連絡票情報（基

本情報）の更新結果情報 

 

項番（４）の内容 

事業所異動（訂正）連絡票情報（サ

ービス情報）の更新結果情報 

 

１．２．４ 国保連台帳（出力情報） 

項番（１）の情報名 

高額障害児給付費世帯等台帳情

報 

項番（１）の内容 

高額障害児給付費用の受給者の

漢字氏名・住所・世帯集約番号等

の世帯の台帳情報 

 

項番（２）の情報名 

高額障害児給付費都道府県等台

帳情報 

１ 
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９３ 
１８３ 

１８４ 

ページ番号１８３ 

１．２．５ 取込エラーリスト 

項番（１）の情報名 

高額障害児施設給付費世帯等台帳

情報取込エラーリスト 

項番（１）の内容 

高額障害児施設給付費世帯等台帳

情報取込時のエラーリスト 

 

項番（２）の情報名 

高額障害児施設給付費都道府県等

台帳取込エラーリスト 

項番（２）の内容 

高額障害児施設給付費都道府県等

台帳取込時のエラーリス 

 

ページ番号１８４ 

１．２．６ 受付点検エラーリスト（出

力情報） 

項番（１）の情報名 

高額障害児施設給付費世帯等台帳

受付点検エラーリスト 

項番（１）の内容 

高額障害児施設給付費世帯等台帳

受付点検時のエラーリスト 

 

項番（２）の情報名 

高額障害児施設給付費都道府県等

台帳受付点検エラーリスト 

項番（２）の内容 

高額障害児施設給付費都道府県等

台帳受付点検時のエラーリスト 

２ 
１８３ 

１８４ 

ページ番号１８３ 

１．２．５ 取込エラーリスト 

項番（１）の情報名 

高額障害児給付費世帯等台帳情

報取込エラーリスト 

項番（１）の内容 

高額障害児給付費世帯等台帳情

報取込時のエラーリスト 

 

項番（２）の情報名 

高額障害児給付費都道府県等台

帳取込エラーリスト 

項番（２）の内容 

高額障害児給付費都道府県等台

帳取込時のエラーリスト 

 

ページ番号１８４ 

１．２．６ 受付点検エラーリスト（出

力情報） 

項番（１）の情報名 

高額障害児給付費世帯等台帳受

付点検エラーリスト 

項番（１）の内容 

高額障害児給付費世帯等台帳受

付点検時のエラーリスト 

 

項番（２）の情報名 

高額障害児給付費都道府県等台

帳受付点検エラーリスト 

項番（２）の内容 

高額障害児給付費都道府県等台

帳受付点検時のエラーリスト 

２ 

９４ １８５ 

ページ番号 １８５ 

（１） 高額障害児施設給付費世帯

等異動連絡票情報 
１ １８５ 

ページ番号 １８５ 

（１） 高額障害児給付費世帯等異

動連絡票情報 
１ 
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除く 
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９５ １８６ 

ページ番号 １８６ 

※２ 

受給者台帳が終了している場合、

高額障害福祉サービス費世帯等異

動連絡票情報、高額障害児施設給

付費世帯等異動連絡票情報も終了

していると判断されるため、“終了”

を設けていない。 

 
※３の（２） 

市町村・都道府県が、高額障害福

祉サービス費・高額障害児施設給

付費の支払を国保連合会に委託す

る場合、市町村は、受給者異動連

絡票情報（基本情報・支給決定情

報）に加え、高額障害福祉サービス

費世帯等異動連絡票情報を国保連

合会に提出する必要がある。 

また、都道府県は、障害児施設受

給者異動連絡票情報（基本情報・支

給決定情報）に加え、高額障害児施

設給付費世帯等異動連絡票情報を

国保連合会に提出する必要があ

る。 

なお、高額障害福祉サービス費世

帯等異動連絡票情報と高額障害児

施設給付費世帯等異動連絡票情報

には、高額計算の世帯合算で使用

する「世帯集約番号」を設定する必

要がある。 

１ １８６ 

ページ番号 １８６ 

※２ 

受給者台帳が終了している場合、

高額障害福祉サービス費世帯等異

動連絡票情報、高額障害児給付費

世帯等異動連絡票情報も終了して

いると判断されるため、“終了”を設

けていない。 
 

※３の（２） 

市町村・都道府県が、高額障害福

祉サービス費・高額障害児通所給

付費・高額障害児入所給付費の支

払を国保連合会に委託する場合、

市町村は、受給者異動連絡票情報

（基本情報・支給決定情報）に加

え、高額障害福祉サービス費世帯

等異動連絡票情報を国保連合会

に提出する必要がある。 

また、都道府県は、障害児支援受

給者異動連絡票情報（基本情報・

支給決定情報）に加え、高額障害

児給付費世帯等異動連絡票情報を

国保連合会に提出する必要があ

る。 

なお、高額障害福祉サービス費世

帯等異動連絡票情報と高額障害児

給付費世帯等異動連絡票情報に

は、高額計算の世帯合算で使用す

る「世帯集約番号」を設定する必要

がある。 

１ 
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９６ １８７ 

ページ番号 １８７ 

＜３人世帯の場合の例＞ 

Ｃ子さん（子）：障害児施設を１１月

に支給決定 

 

①市町村は、Ａ・Ｂさんの支給決定

を行う際、世帯に障害児施設の受

給者がいるか確認する。既に受給し

ている場合は、都道府県に「世帯集

約番号」の確認を行い、障害児施設

給付受給者に付番した「世帯集約

番号」をＡ・Ｂさんに付番する。 

 

⑤都道府県より、１１月異動分（Ｃさ

ん）の障害児施設受給者異動連絡

票情報（基本情報・支給決定情報）

と高額障害児施設給付費世帯等異

動連絡票情報を国保連合会に提出

する（この時Ｃさんの世帯集約番号

は一致している）。 

 

⑥国保連合会では、１月に高額計

算を行い、Ａ・Ｂ・Ｃさんにお知らせ

等を市町村に提供する。（この世帯

の場合、市町村で高額障害福祉サ

ービス費と高額障害児施設給付費

の申請受付を行うため） 

 

１ １８７ 

ページ番号 １８７ 

＜３人世帯の場合の例＞ 

Ｃ子さん（子）：障害児入所支援を１

１月に支給決定 

 

①市町村は、Ａ・Ｂさんの支給決定

を行う際、世帯に障害児入所支援

の受給者がいるか確認する。既に

受給している場合は、都道府県に

「世帯集約番号」の確認を行い、障

害児入所支援受給者に付番した

「世帯集約番号」をＡ・Ｂさんに付番

する。 

 

⑤都道府県より、１１月異動分（Ｃさ

ん）の障害児支援受給者異動連絡

票情報（基本情報・支給決定情報）

と高額障害児給付費世帯等異動

連絡票情報を国保連合会に提出

する（この時Ｃさんの世帯集約番号

は一致している）。 
 

⑥国保連合会では、１月に高額計

算を行い、Ａ・Ｂ・Ｃさんにお知らせ

等を市町村に提供する。（この世帯

の場合、市町村で高額障害福祉サ

ービス費と高額障害児通所給付費

の申請受付を行うため） 
 

＜上記流れのイメージ図＞中の情

報名変更 

「障害児施設受給者異動連絡票情

報」を「障害児支援受給者移動連絡

票情報」へ変更 

「高額障害児施設給付費世帯等異

動連絡票情報」を「高額障害児給付

費世帯等異動連絡票情報」へ変更

１ 
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９７ 
１８８ 

１８９ 

ページ番号 １８８ 

 

（４）お知らせ等の提供 

世帯員に障害福祉サービスと障害

児施設給付を受給している者がい

る場合、高額のお知らせ等（詳細は

「1.2 インタフェース一覧」を参照）

は、市町村にまとめて提供する（こ

の世帯の場合、市町村で高額障害

福祉サービス費と高額障害児施設

給付費の申請受付を行うため）。 

なお、障害児施設給付のみを受給

している世帯は、都道府県に提供す

る。 

 

 

「高額障害児施設給付費」 

 

 

 

「高額障害児施設給付費」 

２ 
１８８ 

１８９ 

ページ番号 １８８ 

 

（４）お知らせ等の提供 

世帯員に障害福祉サービスと障害

児入所支援を受給している者がい

る場合、高額のお知らせ等（詳細は

「1.2 インタフェース一覧」を参照）

は、市町村にまとめて提供する（こ

の世帯の場合、市町村で高額障害

福祉サービス費と高額障害児入所

給付費の申請受付を行うため）。 

なお、障害児入所給付費のみを受

給している世帯は、都道府県に提

供する。 

 

帳票名、情報名を変更 

「高額障害児給付費」 

 

ページ番号 １８９ 

情報名を変更 

「高額障害児給付費」 

 

＜支給申請書等・支給（不支給）決

定通知書等の提供について＞の記

載を追加 

２ 

９８ 

１９０ 

１９３ 

２０１ 

２０４ 

２１２ 

２１５ 

２２３ 

２２６ 

ページ番号 １９０、１９３、２０１、２０

４、２１２、２１５、２２３、２２６ 

 

 

「高額障害児施設給付費」 
８ 

１９０ 

１９３ 

２０１ 

２０４ 

２１２ 

２１５ 

２２３ 

２２６ 

ページ番号 １９０、１９３、２０１、２

０４、２１２、２１５、２２３、２２６ 

 

ファイル構成図中の名称変更 

「高額障害児給付費」 
８ 

９９ １９１ 

ページ番号 １９１ 

（２） 高額障害児施設給付費都道

府県等異動連絡票情報 
１ １９１ 

ページ番号 １９１ 

（２） 高額障害児給付費都道府県

等異動連絡票情報 
１ 

１００ 
１９２ 

２０３ 

ページ番号 １９２、２０３ 

※２ 

高額障害児施設給付費支給処理を

委託した場合、必須。 

２ 
１９２ 

２０３ 

ページ番号 １９２、２０３ 

※２ 

高額障害児給付費支給処理を委託

した場合、必須。 

２ 

１０１ １９９ 

ページ番号 １９９ 

（１） 高額障害児施設給付費世帯

等訂正連絡票情報 
１ １９９ 

ページ番号 １９９ 

（１） 高額障害児給付費世帯等訂

正連絡票情報 
１ 

１０２ ２０２ 

ページ番号 ２０２ 

高額障害児施設給付費都道府県等

訂正連絡票情報 
１ ２０２ 

ページ番号 ２０２ 

（２） 高額障害児給付費都道府県

等訂正連絡票情報 
１ 

１０３ ２０５ 

ページ番号 ２０５ 

（２） 地域生活支援事業所訂正連

絡票情報（基本情報） 
１ ２０５ 

ページ番号 ２０５ 

（３） 地域生活支援事業所訂正連

絡票情報（基本情報） 
１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

１０４ ２０７ 

ページ番号 ２０５ 

（３） 地域生活支援事業所訂正連

絡票情報（サービス情報） 
１ ２０５ 

ページ番号 ２０５ 

（４） 地域生活支援事業所訂正連

絡票情報（サービス情報） 
１ 

１０５ ２１０ 

ページ番号 ２１０ 

（１） 高額障害児施設給付費世帯

等情報更新結果情報 
１ ２１０ 

ページ番号 ２１０ 

（１） 高額障害児給付費世帯等情

報更新結果情報 
１ 

１０６ ２１３ 

ページ番号 ２１３ 

（２） 高額障害児施設給付費都道

府県等情報更新結果情報 
１ ２１３ 

ページ番号 ２１３ 

（２） 高額障害児給付費都道府県

等情報更新結果情報 
１ 

１０７ ２２１ 

ページ番号 ２２１ 

（１） 高額障害児施設給付費世帯

等台帳情報 
１ ２２１ 

ページ番号 ２２１ 

（１） 高額障害児給付費世帯等台

帳情報 
１ 

１０８ ２２４ 

ページ番号 ２２４ 

（２） 高額障害児施設給付費都道

府県等台帳情報 
１ ２２４ 

ページ番号 ２２４ 

（２） 高額障害児給付費都道府県

等台帳情報 
１ 

１０９ 

２３２ 

２３５ 

２３６ 

２３８ 

２４７ 

２５０ 

２５３ 

２５６ 

２５７ 

２５８ 

ページ番号 ２３２、２３５、２３６、２３

８、２４７、２５０、２５３、２５６、２５７ 

２５８ 

 

 

「高額障害児施設給付費」 
１０ 

２３２ 

２３５ 

２３６ 

２３８ 

２４７ 

２５０ 

２５３ 

２５６ 

２５７ 

２５８ 

ページ番号 ２３２、２３５、２３６、２

３８、２４７、２５０、２５３、２５６、２５

７、２５８ 

 

情報名の変更 

「高額障害児給付費」 
１０



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

１１０ ２３３ 

ページ番号 ２３３ 

２．１．１ 高額障害児施設給付費情

報受け渡し概要 

 

１．都道府県等は、高額障害児施設

給付費支払業務を国保連合会に委

託している場合、高額障害児施設

給付費世帯等異動連絡票情報を国

保連合会に提出する。 

 

３．都道府県等は、障害児施設給付

費給付のお知らせ、高額障害児施

設支給申請書を受給者に送付す

る。（※２） 

 

※１ 

国保連合会で以下の給付実績を保

有していることが高額障害児施設給

付費の正確な算定の前提条件とな

る。 

 

③障害児施設給付費の給付実績を

すべて保有していること。 

 

 

 

※２ 

高額障害児施設給付費世帯等異動

連絡票情報の「支給申請書出力の

有無」が「１：出力無し」の場合は、

対象者の高額障害児施設給付費給

付のお知らせ、高額障害児施設給

付費支給申請書が作成されない。 

１ ２３３ 

ページ番号 ２３３ 

２．１．１ 高額障害児入所給付費

情報受け渡し概要 

 

１．都道府県等は、高額障害児入

所給付費支払業務を国保連合会に

委託している場合、高額障害児給

付費世帯等異動連絡票情報を国保

連合会に提出する。 

 

３．都道府県等は、高額障害児給

付費給付のお知らせ、高額障害児

給付費支給申請書を受給者に送付

する。（※２） 

 

※１ 

国保連合会で以下の給付実績を保

有していることが高額障害児入所

給付費の正確な算定の前提条件と

なる。 

 

③障害児通所給付費、障害児入所

給付費の給付実績をすべて保有し

ていること。 

④を追加 

 

※２ 

高額障害児給付費世帯等異動連

絡票情報の「支給申請書出力の有

無」が「１：出力無し」の場合は、対

象者の高額障害児給付費給付の

お知らせ、高額障害児給付費支給

申請書が作成されない。 

１ 

１１１ ２３４ 

ページ番号 ２３４ 

高額障害児施設給付費情報受け渡

し概要図 

 

共同処理用受給者異動連絡票情報

（高額障害児施設給付費支給処理

情報） 

 

高額障害児施設費支給のお知らせ

情報 

 

１ ２３４ 

ページ番号 ２３４ 

高額障害児入所給付費情報受け

渡し概要図 

 

共同処理用受給者異動連絡票情

報（高額障害児通所給付費支給処

理情報） 

 

高額障害児給付費給付のお知ら

せ情報 

 

上記以外の情報名の変更 

「高額障害児施設～」を「高額障害

児給付費～」へ変更 

 

「障害児施設」を「障害児支援」へ変

更 

 

給付実績情報に「補装具」を追加 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

１１２ ２３５ 

ページ番号 ２３５ 

高額障害児施設給付費情報受け渡

し概要 
１ ２３５ 

ページ番号 ２３５ 

高額障害児入所給付費情報受け

渡し概要 
１ 

１１３ ２３６ 

ページ番号 ２３６ 

高額障害児施設給付費情報受け渡

し概要図 

 

高額障害児施設給付費給付申請書

 

１ ２３６ 

ページ番号 ２３６ 

高額障害児通所給付費情報受け

渡し概要図 

 

高額障害児給付費支給申請書 

 

高額障害児給付費支給（不支給）

決定通知書情報を追加 

１ 

１１４ ２３７ 

ページ番号 ２３７ 

１．国保連合会は、高額障害児施設

給付費支給処理で作成された支払

データから、振込データを作成して、

都道府県等に提供する。 

１ ２３７ 

ページ番号 ２３７ 

１．国保連合会は、高額障害児給

付費支給処理で作成された支払デ

ータから、振込データを作成して、

都道府県等に提供する。 

１ 

１１５ ２３８ 

ページ番号 ２３８ 

振込データ 

１ ２３８ 

ページ番号 ２３８ 

振込データ情報 

 

国保連合会から都道府県への流れ

を「送付」から「提供」へ変更 

１ 

１１６ ２３９ 

ページ番号 ２３９ 

１．国保連合会は、高額障害児施設

給付費支給処理で作成された支払

データから、振込データ、指定金融

機関別集計書、振込者一覧表（ＰＤ

Ｆ）、障害児施設給付費等払込請求

書（帳票）を作成する。 

 

２．国保連合会は、振込者一覧表、

障害児施設給付費等払込請求書を

都道府県等に提供する。 

 

４．都道府県等は、障害児施設給付

費等払込請求書を利用し、国保連

合会への振込を行う。 

 

５．国保連合会は、入金を確認し

て、振込データ、指定金融機関別集

計書を金融機関に送付し、金融機

関から振込結果を受け取り、振込不

能者の登録を行う。 

 

１ ２３９ 

ページ番号 ２３９ 

１．国保連合会は、高額障害児給

付費支給処理で作成された支払デ

ータから、振込データ情報、指定金

融機関別集計書、振込者一覧表（Ｐ

ＤＦ）、障害児給付費等払込請求書

（帳票）を作成する。 

 

２．国保連合会は、振込者一覧表、

障害児給付費等払込請求書を都道

府県等に提供する。 

 

４．都道府県等は、障害児給付費

等払込請求書を利用し、国保連合

会への振込を行う。 

 

５．国保連合会は、入金を確認し

て、振込データ情報、指定金融機

関別集計書を金融機関に提供し、

金融機関から振込結果を受け取

り、振込不能者の登録を行う。 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

１１７ 

２４０ 

２４２ 

２７０ 

ページ番号 ２４０、２４２、２７０ 

 

「高額障害児施設給付費」 

 

「障害児施設給付費」 

 

「振込データ」 

３ 

２４０ 

２４２ 

２７０ 

ページ番号 ２４０、２４２、２７０ 

情報名の変更 

「高額障害児給付費」 

 

「障害児給付費」 

 

「振込データ情報」 

 

ページ番号 ２４０、２４２ 

国保連合会から都道府県への流れ

を「送付」から「提供」へ変更 

３ 

１１８ ２４１ 

ページ番号 ２４１ 

１．国保連合会は、高額障害児施設

給付費支給処理で作成された支払

データから、振込データ、指定金融

機関別集計書、振込者一覧表（ＰＤ

Ｆ）、障害児施設給付費等払込請求

書（帳票）を作成する。 
 

 

２．国保連合会は、振込者一覧表、

障害児施設給付費等払込請求書を

都道府県等に提供する。 

 

４．都道府県等は、障害児施設給付

費等払込請求書を利用し、国保連

合会への振込を行う。 

 

５．入金を確認して、振込データ、指

定金融機関別集計書を金融機関に

送付する。 

１ ２４１ 

ページ番号 ２４１ 

１．国保連合会は、高額障害児給

付費支給処理で作成された支払デ

ータから、振込データ情報、指定金

融機関別集計書、振込者一覧表（Ｐ

ＤＦ）、障害児給付費等払込請求書

（帳票）を作成する。 
 

 

２．国保連合会は、振込者一覧表、

障害児給付費等払込請求書を都道

府県等に提供する。 

 

４．都道府県等は、障害児給付費

等払込請求書を利用し、国保連合

会への振込を行う。 

 

５．入金を確認して、振込データ情

報、指定金融機関別集計書を金融

機関に送付する。 

１ 

１１９ 
２４３ 

２４４ 

ページ番号 ２４３、２４４ 

 

 

「高額障害児施設給付費」. 

 

「障害児施設給付費」 

２ 
２４３ 

２４４ 

ページ番号 ２４３、２４４ 

インタフェース一覧中の情報名およ

び内容の変更 

「高額障害児給付費」 

 

「障害児給付費」 

２ 

１２０ ２４３ 

ページ番号 ２４３ 

２．２．２ 高額障害児施設給付費情

報（出力情報） 

項番（４）の内容 

高額障害児施設給付費給付対象と

なる受給者の一覧 

１ ２４３ 

ページ番号 ２４３ 

２．２．２ 高額障害児給付費情報

（出力情報） 

項番（４）の内容 

高額障害児施設給付費給付対象と

なる受給者の一覧表 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

１２１ ２４４ 

ページ番号 ２４４ 

２．２．５ 給付判定結果エラーリスト

（出力情報） 

項番（１）の内容 

高額障害児施設給付費給付判定結

果のエラーリスト 

 

 

 

２．２．６ 各種支払支援処理情報

（高額障害児施設給付費）（出力情

報） 

１ ２４４ 

ページ番号 ２４４ 

２．２．５ 給付判定結果エラーリス

ト（出力情報） 

項番（１）の内容 

高額障害児入所給付費の再計算

依頼があったものに対し、再計算後

の支給額に差異が発生した場合に

出力されるエラーリスト 

 

２．２．６ 各種支払支援処理情報

（高額障害児給付費）（出力情報） 

１ 

１２２ ２４５ 

ページ番号 ２４５ 

２．３．１ 高額障害児施設給付費情

報（入力情報） 

 

（１） 高額障害児施設給付費給付

判定結果情報 

１ ２４５ 

ページ番号 ２４５ 

２．３．１ 高額障害児給付費情報

（入力情報） 

 

（１） 高額障害児給付費給付判定

結果情報 

１ 

１２３ ２４６ 

ページ番号 ２４６ 

※４ 

支給区分コードが“１”の場合に設

定する。ただし、国保連合会にお知

らせ等の出力有りを申し出ている場

合（詳細は「インタフェース仕様書

都道府県編 Ⅲ．市町村共同処理

1.3.1(1)※5 支給申請書の出力有無

等の設定について」参照）で、既に

高額障害児施設給付費給付判定結

果情報にて口座情報を提出してい

れば、省略可能。 

 

１ ２４６ 

ページ番号 ２４６ 

※４ 

支給区分コードが“１”の場合に設

定する。ただし、国保連合会にお知

らせ等の出力有りを申し出ている場

合（詳細は「インタフェース仕様書

都道府県編 Ⅲ．市町村共同処理

1.3.1(1)※5 支給申請書の出力有無

等の設定について」参照。）で、既

に高額障害児給付費給付判定結

果情報にて口座情報を提出してい

れば、省略可能。 

 

１ 



Ｎｏ． 
除く 
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ページ 
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１２４ 
２４８ 

２４９ 

ページ番号 ２４８ 

２．３．２ 高額障害児施設給付費情

報（出力情報） 

 

（１） 高額障害児施設給付のお知

らせ情報 

 

項番１２の項目名 

障害児施設給付費自己負担額 

項番１２の内容 

障害児施設給付費自己負担額の世

帯合計額を出力する 

 

 

 

 

 

 

項番１５の項目名 

高額障害児施設給付費支給金額 

項番１５の内容 

高額障害児施設給付費支給金額を

出力する 

 

ページ番号 ２４９ 

項番２０の内容 

高額障害児施設給付費給付対象者

一覧表の No.を出力する 

２ 
２４８ 

２４９ 

ページ番号 ２４８ 

２．３．２ 高額障害児給付費情報

（出力情報） 

 

（１） 高額障害児給付費給付のお

知らせ情報 

 

項番１２の項目名 

障害児給付費自己負担額 

項番１２の内容 

障害児給付費自己負担額の世帯

合計額を出力する 

 

項番１５ 

補装具費自己負担額を追加 

項番１５の項目追加に伴い、既存

項目の項番を変更。 

 

項番１６の項目名 

高額障害児給付費支給金額 

項番１６の内容 

高額障害児入所給付費支給金額を

出力する 

 

ページ番号 ２４９ 

項番２１の内容 

高額障害児給付費給付対象者一

覧表の No.を出力する 

２ 

１２５ 
２５１ 

２５２ 

ページ番号 ２５１ 

（２） 高額障害児施設給付費支給

（不支給）決定通知書情報 

 

項番１８の項目名 

高額障害児施設給付費支給金額 

項番１８の内容 

高額障害児施設給付費支給金額を

出力する 

 

ページ番号 ２５２ 

項番３２の内容 

高額障害児施設給付費支給（不支

給）決定者一覧表の No.を出力する

 

※１ 

市町村の場合は、市町村名（漢

字）。都道府県の場合は県名（漢

字）。 

２ 
２５１ 

２５２ 

ページ番号 ２５１ 

（２） 高額障害児給付費支給（不支

給）決定通知書情報 

 

項番１８の項目名 

高額障害児給付費支給金額 

項番１８の内容 

高額障害児入所給付費支給金額を

出力する 

 

ページ番号 ２５２ 

項番３２の内容 

高額障害児給付費支給（不支給）

決定者一覧表の No.を出力する 

 

※１ 

市町村の場合は、市町村名（漢

字）。都道府県の場合は都道府県

名（漢字）。 

２ 

１２６ ２５４ 

ページ番号 ２５４ 

（３） 高額障害児施設給付費振込

依頼書情報 
１ ２５４ 

ページ番号 ２５４ 

（３） 高額障害児給付費振込依頼

書情報 
１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

１２７ ２５７ 

ページ番号 ２５７ 

（４） 高額障害児施設給付費給付

対象者一覧 

 

（８）高額障害児施設給付費支給

（不支給）決定者一覧 

１ ２５７ 

ページ番号 ２５７ 

（４） 高額障害児施設給付費給付

対象者一覧表 

 

（８）高額障害児施設給付費支給

（不支給）決定者一覧表 

１ 

１２８ ２６２ 

ページ番号 ２６２ 

（２） 障害児施設給付費等払込請

求書 
１ ２６２ 

ページ番号 ２６２ 

（２） 障害児給付費等払込請求書 １ 

１２９ ２６３ 

ページ番号 ２６３ 

１．都道府県等は、障害児施設給付

費都道府県等保有給付実績情報を

作成し、国保連合会に送付する。

（※１） 

 

２．国保連合会は、障害児施設給付

費都道府県等保有給付実績情報を

受付け、内容チェックを行う。エラー

があれば都道府県等に取込エラー

リスト、給付実績情報チェックエラー

リストを提供し、再提出を依頼する。

 

４．国保連合会は、障害児施設給付

費都道府県等保有給付実績情報の

更新（修正、取消）を行い、更新結

果情報を都道府県等に提供する。 

 

１ ２６３ 

ページ番号 ２６３ 

１．都道府県等は、障害児給付費

都道府県等保有給付実績情報を作

成し、国保連合会に提出する。（※

１） 

 

２．国保連合会は、障害児給付費

都道府県等保有給付実績情報を受

付け、内容チェックを行う。エラーが

あれば都道府県等に取込エラーリ

スト、給付実績情報チェックエラーリ

ストを提供し、再提出を依頼する。 

 

４．国保連合会は、障害児給付費

都道府県等保有給付実績情報の

更新（修正、取消）を行い、更新結

果情報を都道府県等に提供する。 

 

 

１ 

１３０ ２６４ 

ページ番号 ２６４ 

 

「障害児施設給付費」 
１ ２６４ 

ページ番号 ２６４ 

情報名の変更 

「障害児給付費」 

 

国保連合会から都道府県への流れ

を「送付」から「提供」へ変更 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

１３１ ２６５ 

ページ番号 ２６５ 

高額障害児施設給付費の訂正（支

払情報を再度作成する場合） 

 

１．都道府県等は、障害児施設給付

費都道府県等保有給付実績情報を

作成し、国保連合会に送付する。

（※１） 

 

２．国保連合会は、障害児施設給付

費都道府県等保有給付実績情報を

受付け、内容チェックを行う。エラー

があれば都道府県等に取込エラー

リスト、給付実績情報チェックエラー

リストを提供し、再提出を依頼する。

 

４．国保連合会は、障害児施設給付

費都道府県等保有給付実績情報の

更新（取消）を行い、給付実績更新

結果情報を都道府県等に提供す

る。 

 

５．都道府県等は、給付実績更新結

果情報を受理し、訂正分の高額障

害児施設給付費給付判定結果情報

を作成し、国保連合会に送付する。

 

６．以降の処理は、市町村事務共同

処理の高額障害児施設給付費支払

業務の流れとなる。 

１ ２６５ 

ページ番号 ２６５ 

高額障害児給付費の訂正（支払情

報を再度作成する場合） 

 

１．都道府県等は、障害児給付費

都道府県等保有給付実績情報を作

成し、国保連合会に提出する。（※

１） 

 

２．国保連合会は、障害児給付費

都道府県等保有給付実績情報を受

付け、内容チェックを行う。エラーが

あれば都道府県等に取込エラーリ

スト、給付実績情報チェックエラーリ

ストを提供し、再提出を依頼する。 

 

４．国保連合会は、障害児給付費

都道府県等保有給付実績情報の

更新（取消）を行い、給付実績更新

結果情報を都道府県等に提供す

る。 

 

５．都道府県等は、給付実績更新

結果情報を受理し、訂正分の高額

障害児給付費給付判定結果情報を

作成し、国保連合会に提出する。 

 

６．以降の処理は、市町村事務共

同処理の高額障害児給付費支払

業務の流れとなる。 

１ 

１３２ ２６６ 

ページ番号 ２６６ 

高額障害児施設給付費の訂正 

 

 

「高額障害児施設給付費」 

 

「障害児施設給付費」 １ ２６６ 

ページ番号 ２６６ 

高額障害児給付費の訂正 

 

名称の変更 

「高額障害児給付費」 

 

「障害児給付費」へ変更 

 

国保連合会から都道府県への流れ

を「送付」から「提供」へ変更 

 

都道府県から国保連合会への流れ

を「送付」から「提出」へ変更 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

１３３ ２６７ 

ページ番号 ２６７ 

償還払い分または高額障害児施設

給付費の訂正 

 

 

ページ番号 ２６７、２６８ 

１．都道府県等は、障害児施設給付

費都道府県等保有給付実績情報を

作成し、国保連合会に送付する。

（※１） 

 

２．国保連合会は、障害児施設給付

費都道府県等保有給付実績情報を

受付け、内容チェックを行う。エラー

があれば都道府県等に取込エラー

リスト、給付実績情報チェックエラー

リストを提供し、再提出を依頼する。

 

４．国保連合会は、障害児施設給付

費都道府県等保有給付実績情報の

更新（修正）を行い、給付実績更新

結果情報を都道府県等に提供す

る。 

１ ２６７ 

ページ番号 ２６７ 

償還払い分または高額障害児給付

費の訂正 

 

 

ページ番号 ２６７、２６８ 

１．都道府県等は、障害児給付費

都道府県等保有給付実績情報を作

成し、国保連合会に提出する。（※

１） 

 

２．国保連合会は、障害児給付費

都道府県等保有給付実績情報を受

付け、内容チェックを行う。エラーが

あれば都道府県等に取込エラーリ

スト、給付実績情報チェックエラーリ

ストを提供し、再提出を依頼する。 

 

４．国保連合会は、障害児給付費

都道府県等保有給付実績情報の

更新（修正）を行い、給付実績更新

結果情報を都道府県等に提供す

る。 

１ 

１３４ ２６８ 

ページ番号 ２６８ 

償還払い分または高額障害児施設

給付費の訂正 

 

 

「障害児施設給付費」 

１ ２６８ 

ページ番号 ２６８ 

償還払い分または高額障害児給付

費の訂正 

 

名称の変更 

「障害児給付費」 

 

国保連合会から都道府県への流れ

を「送付」から「提供」へ変更 

１ 

１３５ ２６９ 

ページ番号 ２６９ 

３．高額障害児施設給付費の給付

実績を登録する。（市町村事務共同

処理） 

 

４．障害児施設給付費国保連合会

保有給付実績情報を作成し、都道

府県等に送付する。 

 

５．都道府県等は、障害児施設給付

費国保連合会保有給付実績情報を

受理する。 

 

１ ２６９ 

ページ番号 ２６９ 

３．高額障害児給付費の給付実績

を登録する。（市町村事務共同処

理） 

 

４．障害児給付費国保連合会保有

給付実績情報を作成し、都道府県

等に提供する。 

 

５．都道府県等は、障害児給付費

国保連合会保有給付実績情報を受

理する。 

 

１ 

１３６ ２７０ 

ページ番号 ２７０ 

 

「高額障害児施設給付費」 

 

「障害児施設給付費」 
１ ２70 

ページ番号 ２７０ 

名称の変更 

「高額障害児給付費」 

 

「障害児給付費」へ変更 

 

国保連合会から都道府県への流れ

を「送付」から「提供」へ変更 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

１３７ ２７１ 

ページ番号 ２７１ 

 

 

「障害児施設給付費」 

 

「障害児施設給付」 

１ ２７１ 

ページ番号 ２７１ 

インタフェース一覧中の情報名およ

び内容の変更 

「障害児給付費」 

 

「障害児給付」 

１ 

１３８ ２７２ 

ページ番号 ２７２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「高額障害児施設給付費」 

１ ２７２ 

ページ番号 ２７２ 

情報名の追加 

・障害児通所給付費・入所給付費

等明細書情報（基本情報レコード） 

・障害児通所給付費・入所給付費

等明細書情報（日数情報レコード） 

・障害児通所給付費・入所給付費

等明細書情報（明細情報レコード） 

・障害児通所給付費・入所給付費

等明細書情報（集計情報レコード） 

 

情報名の変更 

「高額障害児給付費」 

１ 

１３９ ２７３ 

ページ番号 ２７３ 

障害児施設給付 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

項番２の情報名 

高額障害児施設給付費情報 

１ ２７３ 

ページ番号 ２７３ 

障害児支援 

 

入力識別番号Ｋ１２２の記載を追加

 

＜入力識別番号一覧＞ 

項番２を項番３へ変更 

項番２として入力識別番号Ｋ１２２

の記載を追加 

 

項番１の情報名に「※サービス提供

年月が平成２４年３月まで使用」を

追加 

 

項番３の情報名 

高額障害児給付費情報 

１ 

１４０ ２７４ 

ページ番号 ２７４ 

項番１２の項目名 

施設給付決定保護者氏名カナ 

項番１２の内容 

施設給付決定保護者氏名カナ 

 

項番１３の項目名 

施設給付決定に係る障害児氏名カ

ナ 

項番１３の内容 

施設給付決定に係る障害児氏名カ

ナ 

１ ２７４ 

ページ番号 ２７４ 

項番１２の項目名 

給付決定保護者氏名カナ 

項番１２の内容 

給付決定保護者カナ氏名 

 

項番１３の項目名 

給付決定に係る障害児氏名カナ 

 

項番１３の内容 

給付決定に係る障害児カナ氏名 

 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

１４１ ２７５ 

ページ番号 ２７５ 

項番２６の内容 

利用者負担上限月額と給付率に基

づく利用者負担額のうち少ないほう

を設定する 

 

項番３３の項目名 

「高額障害福祉サービス費」 

１ ２７５ 

ページ番号 ２７５ 

項番２６の内容 

上限月額調整（①②の内少ない数）

の合計を設定する 

 

 

項番３３の項目名 

「高額障害児通所給付費」 

１ 

１４２ 

２７６ 

２７７ 

２７８ 

２８０ 

ページ番号 ２７６、２７７、２７８、２８

０ 

※２ 

「１．３．１（２）入力識別番号一覧」参

照。 

４ 

２７６ 

２７７ 

２７８ 

ページ番号 ２７６、２７７、２７８、２

８０ 

※２ 

「インタフェース仕様書 都道府県

編 Ⅳ．給付実績交換処理 １．３．

１（２）入力識別番号一覧」参照。 

４ 

１４３ ２７９ 

ページ番号 ２７９ 

項番１４の内容 

給付率を設定する 

 

 

 

項番１６の項目名 

給付率に基づく請求額 

 

 

項番１６の内容 

総費用額×給付率／１００ 

 

 

 

 

項番１７の項目名 

給付率に基づく利用者負担額② 

 

 

項番１７の内容 

総費用額－給付率に基づく請求額 

 

 

 

 

項番１８の内容 

利用者負担上限月額と給付率に基

づく利用者負担額のうち少ないほう

を設定する 

１ ２７９ 

ページ番号 ２７９ 

項番１４の内容 

０を設定する（サービス提供年月が

平成２４年３月以前：給付率を設定

する） 

 

項番１６の項目名 

１割相当額（サービス提供年月が

平成 24 年 3 月以前：給付率に基づ

く請求額） 

項番１６の内容 

総費用額の１割に相当する額を設

定する（サービス提供年月が平成２

４年３月以前：総費用額×給付率／

１００） 

 

項番１７の項目名 

利用者負担額②（サービス提供年

月が平成 24 年 3 月以前：給付率に

基づく利用者負担額②） 

項番１７の内容 

１割相当額を設定する 

（サービス提供年月が平成２４年３

月以前：総費用額－給付率に基づ

く請求額） 

 

項番１８の内容 

利用者負担上限月額と利用者負担

額②のうち少ないほうを設定する 

１ 

１４４ ２８０ 

ページ番号 ２８０ 

項番２５の項目名 

「高額障害福祉サービス費」 
１ ２８０ 

ページ番号 ２８０ 

項番２５の項目名 

「高額障害児通所給付費」 
１ 

１４５ ２８１ 

ページ番号 ２８１ 

項番１３の内容 

高額障害児施設給付費給付判定結

果情報のコントロールレコードの処

理対象年月（西暦年月 YYYYMM）を

設定する 

１ ２８１ 

ページ番号 ２８１ 

項番１３の内容 

高額障害児給付費給付判定結果

情報のコントロールレコードの処理

対象年月（西暦年月 YYYYMM）を設

定する 

１ 



Ｎｏ． 
除く 

ページ 
改定前 枚数

加える 

ページ 
改定後 枚数

１４６ ２８３ 

ページ番号 ２８３ 

 

「障害児施設給付費」 

 

「高額障害児施設給付費」 

１ ２８３ 

ページ番号 ２８３ 

名称の変更 

「障害児給付費」 

 

「高額障害児給付費」 

１ 

１４７ 
２８４ 

２８５ 

ページ番号 ２８４、２８５ 

 

 

「障害児施設給付費」 

 

「障害児施設給付」 

 

「高額障害児施設給付費」 

 

「高額障害児施設給付費支給処理」

２ 
２８４ 

２８５ 

ページ番号 ２８４、２８５ 

 

名称の変更 

「障害児給付費」 

 

「障害児入所支援」 

 

「高額障害児入所給付費」 

 

「高額障害児給付費支給処理」 

２ 

 


